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「保証協会団信」の加入年齢の引上げについて
保証の概況「2019年3月」を掲載しました。

英国におけるＥＵ残留・離脱を問う国民投
票の結果の影響関連相談窓口について
平成30年度「自殺対策強化月間」におけ
る取組について
保証月報3月号を掲載しました。
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2019年度 組織体制のご案内

愛媛県信用保証協会 組織図 （2019年4月1日）

上甲 俊史

部長心得　土屋 真吾

課長　　佐伯 朋秀
課長補佐　河村 拓哉
主事　　桑山 晃希　
書記　　市田 滉　   
事務補　三好 由花
事務補　岡井 詩織

　課長　　二神 幸
○課長補佐　三神 雄哉
　係長　　大崎 真一
　主事　　中野 明
　書記　　淺尾 奈未

課長　　野口 康隆（兼）
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石川 孝夫

渡部 卓記

井手 正一

上田 哲生

《関連会社》

保証協会サービサー 愛媛営業所

　　　　　　休止

部長　　谷岡 史喜松山事業部

　支所長　　宇都宮 孝昭
　副支所長   河野 祥一郎〔保証担当〕
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　主事　　　土居 沙弥佳
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　専門員　　小西 和
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　事務補　　土居 千尋
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保 証 二 課

　課長　　石田 芳隆（審議役）
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　主事　　朝馬 康介
　審議役　井上 安弘（回収担当チーフ）
　調査役　深川 富士雄
　調査役　首藤 和孝
　事務補　髙橋 彩香

管 理 課

支所長　　和泉 省吾
副支所長　松本 哲也新居浜支所

　課長　　松本 哲也（兼）
○課長補佐　村上 良平
　主事　　髙橋 悠一郎
　主事　　山田 茉里奈
　主事　　宮本 江梨
　専門員　髙市 理恵（兼）
　事務補　村上 ひとみ

保 証 課

　課長　　高橋 健一
　課長補佐　善家 栄治
　主事　　高田 奈月
　主事　　白石 瑞規
　調査役　福田 稔
　専門員　髙市 理恵 
　事務補　村上 ひとみ（兼）

管 理 課

総 務 部

総 務 課

企業支援課

管理推進課

電 算 課

業務統括部

監 査 室

会 長

専務理事

常務理事

常勤理事
営業本部長

常勤監事

※ ◯印は、創業支援担当者
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050ダイヤルイン番号表変更のご案内

◇当協会では「050ダイヤルイン」を導入しております。
◇松山事業部・各支所に加え、本部の各職員に対しても直接繋がりますのでご利用ください。
　※担当者が話し中または離席の場合は、他の職員が対応いたします。

本　　　部 TEL  ₀₈₉︵₉₃₁︶₂₁₁₁㈹

総 務 部

部長心得　　　土屋　真吾 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉65

総 務 課 ₀₈₉ ⊖  ₉₃₁ ⊖ ₂₁₁₁
課長　　　　　佐伯　朋秀 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₇2
　　　　　　　河村　拓哉 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₇1
　　　　　　　桑山　晃希 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₇4
　　　　　　　市田　滉 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₇3
　　　　　　　三好　由花 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₇6
　　　　　　　岡井　詩織 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₇5

電 算 課 ₀₈₉ ⊖  ₉₃₁ ⊖ ₂₁₁₅
　　　　　　　新藤　奈緒子 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₇₇
　　　　　　　亀岡　健一 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₇₈

業 務 統 括 部

部長　　　　　内山　敬祐 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉6₇
担当部長　　　野口　康隆 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₇2

企 業 支 援 課 ₀₈₉ ⊖  ₉₃₁ ⊖ ₂₁₁₄
₀₈₉ ⊖  ₉₃₁ ⊖ ₂₁₁₆

課長　　　　　二神　幸 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₈2
　　　　　　　三神　雄哉 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₈6
　　　　　　　大崎　真一 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₈4
　　　　　　　中野　明 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₈3
　　　　　　　淺尾　奈未 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₇0

管 理 推 進 課 ₀₈₉ ⊖  ₉₃₁ ⊖ ₂₁₁₇
　　　　　　　木下　千世 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₈5
　　　　　　　浅井　章太郎 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₈₇
　　　　　　　筒井　沙也加 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₈₈
　　　　　　　楠田　格士 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₇₉
　　　　　　　有友　麻里子 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₈₉

監 査 室 ₀₈₉ ⊖  ₉₃₁ ⊖ ₂₁₈₀
　　　　　　　高橋　省三 050 ⊖ 3₈51 ⊖ 14₉0

松 山 事 業 部 TEL  ₀₈₉︵₉₃₁︶₂₁₁₈

部長　　　　　谷岡　史喜 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₇₇

保 証 一 課

課長　　　　　武智　圭史 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₇₉
　　　　　　　八塚　徹 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₉₈
　　　　　　　藤田　亜希子 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₉3
　　　　　　　川中　佳大 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₈4
　　　　　　　田中　俊匡 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₈5
　　　　　　　尾崎　くるみ 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₉1

保 証 二 課

課長　　　　　山本　和慶 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₇₈
　　　　　　　山本　亮 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₉4
　　　　　　　吉村　透 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2004
　　　　　　　髙瀨　葵 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₉₉
　　　　　　　岡田　力丸 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₈₉
　　　　　　　宮内　有里沙 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₉2

松 山 事 業 部 TEL  ₀₈₉︵₉₃₁︶₂₁₁₈

管 理 課

課長　　　　　石田　芳隆 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₈₈
　　　　　　　渡部　真弘 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 200₇
　　　　　　　佐々木　良 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2003
　　　　　　　朝馬　康介 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 200₈
　　　　　　　井上　安弘 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2002
　　　　　　　深川　富士雄 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉₉5
　　　　　　　首藤　和孝 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2006
　　　　　　　髙橋　彩香 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉6₈

新 居 浜 支 所　　保証課
　　　　　　　　　　管理課

TEL  ₀₈₉₇︵₃₃︶₈₂₈₂
TEL  ₀₈₉₇︵₃₃︶₈₂₉₂

支所長　　　　和泉　省吾 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2012

保 証 課

副支所長・課長　松本　哲也 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2013
　　　　　　　村上　良平 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 201₇
　　　　　　　髙橋　悠一郎 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2015
　　　　　　　山田　茉里奈 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 201₈
　　　　　　　宮本　江梨 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2022
　　　　　　　村上　ひとみ 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2020

管 理 課

課長　　　　　高橋　健一 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2021
　　　　　　　善家　栄治 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2025
　　　　　　　高田　奈月 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2016
　　　　　　　白石　瑞規 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2014
　　　　　　　福田　稔 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2011
　　　　　　　髙市　理恵 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 2024

今 治 支 所 TEL  ₀₈₉₈︵₂₃︶₀₁₇₀

支所長　　　　宇都宮　孝昭 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉51
副支所長　　　河野　祥一郎 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉52
　　　　　　　鳥羽　英典 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉55
　　　　　　　向居　英昭 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉53
　　　　　　　土居　沙弥佳 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉54
　　　　　　　青野　順子 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉63
　　　　　　　尾上　典子 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉56

八 幡 浜 支 所 TEL  ₀₈₉₄︵₂₂︶₂₀₀₃

支所長　　　　吉野　慎二 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉61
副支所長　　　遠藤　卓也 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉5₈
　　　　　　　藤岡　裕也 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉60
　　　　　　　小西　和 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉5₉
　　　　　　　齊藤　久美子 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉62

宇 和 島 支 所 TEL  ₀₈₉₅︵₂₂︶₆₅₅₆

支所長心得　　中野　一郎 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉44
副支所長　　　渡部　光浩 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉45
　　　　　　　竹村　公平 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉46
　　　　　　　土居　千尋 050 ⊖ 3₈03 ⊖ 1₉4₉
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　信用保証協会団体生命保険制度（「保証協会団信」）が本年４月１日より加入年齢範囲の引き上げが実施さ

れるほか、本年５月１日より改元されることに伴い、信用保証協会全国統一申込書式及び「保証協会団信」

関係書式を改正いたします。

　全国統一申込書式の新書式は４月下旬より印刷会社から各金融機関へ順次発送されますので、到着後から

ご利用ください。「保証協会団信」関係書式の新書式は発送済みですので、告知日（記入日）が2019年４月

１日以降の申込からご利用ください。なお、両書式とも2019年４月１日以降、2019年６月末申込分までは

経過措置として、旧申込書も以下「不備補完対応」をいただくことによりご利用可能ですが、2019年７月

１日以降保証申込分から新書式に完全移行しますので、ご協力をお願いいたします。

 「信用保証協会全国統一申込書式」

「改正点」

１．「保証協会団信」加入意思確認書

　　①　日付記入欄から「西暦」を削除しました。

　　②　裏面「４．被保険者」における加入年齢範囲が「満20歳以上満66歳未満」から「満20歳以上満71

歳未満」に引き上げられました。

　　③　裏面「１．目的」における特約料の目安表を2017年4月の特約料改定を反映し修正しました。

２．個人情報の取扱いに関する同意書

　　日付記入欄から「西暦」を削除しました。

３．信用保証委託契約書

　　日付記入欄から「西暦」を削除しました。

４．信用保証委託申込書、同記入要領

　　①　日付記入欄から「西暦」を削除しました。

　　②　生年月日または設立年月日欄の「西暦　明大昭平」欄を削除しました。

５．保証人等明細（信用保証委託申込書裏面）

　　①　日付記入欄から「西暦」を削除しました。

　　②　生年月日または設立年月日欄の「西暦　明大昭平」欄を削除しました。

６．申込人（企業）概要、同記入要領

　　①　日付記入欄から「西暦」を削除しました。

　　②　創業年月(開業)欄の「西暦1明治前2明3大4昭（5平）」欄を削除しました。

７．信用保証依頼書、同記入要領

　　日付記入欄から「西暦」を削除しました。

信用保証協会全国統一申込書式及び「保証協会団信」関係書式の改定について

お知らせ

「信用保証協会全国統一申込書式」
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お知らせ

　信用保証協会が受ける（根）抵当権の設定登記等に対する登録免許税の軽減措置（軽減税率1,000分の1.5）

の適用期限が2021年３月31日まで２年間延長されました。

　　　　　登録免許税：1,000分の1.5（通常：1,000分の4）

「不備補完対応」

　保証申込をされる中小企業・小規模事業者の皆さまに、

「保証協会団信の加入年齢範囲引上げに関するご案内」

により、加入年齢範囲引上げに関するご案内を行って下

さい。

 【「保証協会団信」関係書類】

「改正点」

１．債務弁済委託契約申込書

　　①　帳票の色を変更しました。

　　②　日付記入欄から「平成」を削除しました。

２．申込書兼告知書

　　①　帳票の色を変更しました。

　　②　告知日（記入日）記入欄から「平成」を削除しました。

　　※年欄は「告知日」時点の元号年となります。例えば本年５月１日までの告知においては平成の「31」年、

５月１日以降の告知であれば、新元号の「01」年となります。

　　③　保証協会処理欄の借入（予定）日記入欄から「平成」を削除しました。

　　※加入申込者の手続きに影響はありません。

「不備補完対応」

　被保険者さまに、新書式（冊子）に含まれる『ご加入にあたって』をお渡しいただき、その旨を旧申込書

下段の備考欄に補記、担当者印を押印し、ご提出ください。

登録免許税軽減措置の適用期限の延長について

  

保証申込をされるお客様へ  

  

保証協会団信の加入年齢範囲引上げに関するご案内  

  

   保証協会団信とは、代表者に万一のことがあった場合、信用保証協会の保証付融資残

高に相当する保険金が支払われる保険です。  

   下記のとおり、２０１９年 4 月から「保証協会団信」の加入年齢範囲が 5 歳引上げ

られておりますので、後継者やご家族の方を守る制度として、ご加入をご検討下さい。  

     

記  

  

  

保証協会団信   加入年齢範囲の引上げ（２０１９年４月～）  

項目   変更前   変更後  

加入年齢   満20歳以上満66歳未満   満20歳以上満71歳未満  

継続期限  

満70歳となる日までに納入してい

る特約料の保障期間まで  

満75歳となる日までに納入してい

る特約料の保障期間まで  

  

  

  

加入年齢とは、団信加入を申込可能な年齢の範囲。  

継続期限とは、団信に加入継続可能な上限の時期。  

  

  

  

【「保証協会団信」関係書類】
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　2016年6月1日より「建設業法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第55号）が施行され、建設業の

許可業種区分中、「とび・土工工事業」に含まれていた「解体工事業」が分離独立し、新たな許可業種区分と

されています。

　2016年6月1日時点で「とび・土工工事業」に係る許可を有していた者については、現在、経過措置が適

用されているところですが、同措置は、本年5月31日をもって終了することとなっておりますので、お知ら

せいたします。

「本改正に係る概要」

１．2016年6月1日以降、新たに「解体工事業」を営む場合

　「解体工事業」に係る許可を取得する必要があります。

２．2016年6月1日時点で、「とび・土工工事業」に係る許可を取得しており、「解体工事業」を営んでいる

場合

　2016年6月1日から2019年5月31日までの経過措置期間は、解体工事業に係る許可を受けないでも、

引き続き解体工事業を営むことができます。

　なお、その者が経過措置期間内に解体工事業に係る許可の申請をした場合において、その期間を経過し

たときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も解体工事業を継続できることとなり

ます（建設業法等の一部を改正する法律附則第3条1項）。

※2019年6月1日以降に解体工事業を営む場合は、解体工事業の許可取得が必要となります（なお書の場

合を除く）。

　中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づくセーフティネット保証5号について、新たに2019年

4月1日から2019年6月30日まで（2019年度第1四半期分）の指定業種が中小企業庁より公表されましたの

でお知らせします。

１．指定業種　153業種

２．指定期間　2019年4月1日から2019年6月30日まで

指定業種の詳細については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

＜中小企業庁HP＞　http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2018/1812205gou.htm

経営安定関連保証5号の指定業種について

「解体工事業」に係る許可業種区分の新設等について
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　平成30年7月豪雨の影響を受け、事業活動に支障が生じている県内事業者の方々の資金調達を支援するた
めに、以下の災害に関連する保証制度が実施されています。
　2019年3月末時点の災害に関連する保証制度の実績は以下のとおりです。

災害に関連する保証制度一覧

災害関連資金に係る保証実績（2019年3月31日） （単位：件、千円）

保証承諾
保証債務残高

保証制度 当月中 当月末

件数 金額 件数 金額 件数 金額

災 害 関 連 対 策 資 金 17 238,400 327 4,084,490 324 3,906,884

愛媛県緊急経済対策特別支援資金
（知事指定災害） 0 0 14 96,500 14 91,178

愛媛県緊急経済対策特別支援資金４号
（セーフティネット４号） 0 0 2 80,000 2 75,786

経 営 安 定 関 連 保 証 ４ 号
（セーフティネット４号） 0 0 9 241,000 7 201,384

災 害 関 係 保 証 0 0 0 0 0 0

保証制度 特　　長

愛 媛 県 災 害 関 連 対 策 資 金 市町が発行する「り災証明書」等の発行を受けた中小企業者に
対し、保証料を愛媛県が全額負担。

愛 媛 県 緊 急 経 済 対 策
特 別 支 援 資 金

（知事指定災害）

豪雨の影響により営業停止、売上高の前年同月比が3％以上減
少、売掛金回収困難など、緊急的な資金調達に貸付利率年1.65％
で利用可能。

愛 媛 県 緊 急 経 済 対 策
特 別 支 援 資 金 ４ 号
（セーフティネット４号）

大洲市で豪雨の影響により売上高の前年同月比が20％以上減少
した方を対象に貸付利率年1.50％とする保証制度。

経 営 安 定 関 連 保 証 ４ 号
（セーフティネット４号）

大洲市で豪雨の影響により売上高の前年同月比が20％以上減少
した方を対象に金融機関所定利率で利用可能。
一般保証とは別枠で利用可能。

災 害 関 係 保 証
指定地域※で災害の影響を受け、市町が発行する「り災証明書」
の発行を受けた中小企業者を対象とする保証制度。
一般保証とは別枠で利用可能。

※（指定地域）今治市・宇和島市・大洲市・八幡浜市・西予市・北宇和郡松野町・北宇和郡鬼北町

「平成30年7月豪雨」に係る保証制度及び保証実績について

お知らせ



7    2019/4  

（単位：千円）

区　分

当　月　中 当　月　末

件数 金額
対前年同月比（％）

件数 金額
対前年同月比（％）

件数 金額 件数 金額

保 証 申 込 588 6,107,244 94.08 106.10 6,394 60,868,288 106.46 110.07 

保 証 承 諾 599 6,142,024 92.44 100.80 6,262 58,989,448 106.77 109.38 

保証債務残高 ―― ―― ―― ―― 21,469 146,589,179 98.36 96.48 

代 位 弁 済 4 42,748 25.00 69.44 219 1,759,900 144.08 171.16 

今月の保証概況（2019年3月）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H29・4月～H30・3月 2，891，565 4，075，550 5，109，890 4，377，316 4，164，460 5，635，384 2，994，746 4，246，930 5，917，978 3，291，981 5，133，518 6，093，040
H30・4月～H31・3月 3，461，980 4，693，980 4，603，600 4，578，280 5，334，110 6，271，870 4，358，650 5，494，001 5，699，083 3，269，320 5，082，550 6，142，024

前年同月比︵％︶ 119.73 115.17 90.09 104.59 128.09 111.29 145.54 129.36 96.30 99.31 99.01 100.80

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H29・4月～H30・3月 164，540，955 161，906，875 160，922，965 160，071，714 158，001，853 157，195，616 155，901，380 154，197，449 153，667，986 151，587，039 151，486，863 151，940，153
H30・4月～H31・3月 149，017，658 147，063，793 146，815，549 145，727，965 145，554，240 146，355，847 146，168，137 146，787，263 147，627，002 146，005，210 146，228，096 146，589，179

前年同月比︵％︶ 90.57 90.83 91.23 91.04 92.12 93.10 93.76 95.19 96.07 96.32 96.53 96.48

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H29・4月～H30・3月 20，093 28，387 22，151 61，660 175，937 184，582 93，543 77，918 36，153 156，849 109，401 61，561
H30・4月～H31・3月 155，746 90，758 67，172 270，767 48，813 264，103 71，201 92，054 256，256 326，229 74，053 42，748

前年同月比︵％︶ 775.12 319.71 303.25 439.13 27.74 143.08 76.12 118.14 708.80 207.99 67.69 69.44
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本・支所別保証状況　金融機関別保証状況

本・支所別保証状況　（₂₀₁₉ 年 ₃ 月分）

金融機関別保証状況　（₂₀₁₉ 年 ₃ 月分）

（単位：千円）

（単位：千円）

区　分

保　　証　　承　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　位　　弁　　済
当　月　中 当　月　末 当　月　末 当　月　中 当　月　末

件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金 額 件数 金 額前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

本 所 2₈3  2，₇20，250  110．₈2  2，₉4₉  2₈，232，151  110．4₉  ₉，₉50  6₈，644，5₈₈  ₉6．₉3  0  0  0．00  116  6₇3，₈₇₈ 131．₈5 
新 居 浜 125  1，633，2₇4  116．1₇  1，261  10，₈₈6，₉34  ₉₈．₇₉  4，63₇  30，426，4₉₉  ₉0．₈6  0  0  0．00  43  466，₇55 364．2₉ 
今 治 ₈2  ₇6₉，200  ₈1．4₉  ₈46  ₇，₇₈2，423  ₈₉．00  3，1₉6  20，₈66，₇₈₈  ₉0．3₉  0  0  0．00  2₇  26₉，60₇  ₉2．₈₉ 
八 幡 浜 4₇  5₉5，600  ₈1．3₇  636  6，₉5₉，3₈0  145．1₇  1，₈5₈  15，031，₈04  110．30  4  42，₇4₈  ︲︲︲︲︲ 14  14₇，315 363．46 
宇 和 島 62  423，₇00  ₇6．14  5₇0  5，12₈，560  134．15  1，₈2₈  11，61₉，500  106．43  0  0  0．00  1₉  202，345 34₇．3₈ 
合 計 ₅₉₉  ₆，₁₄₂，₀₂₄  ₁₀₀．₈₀  ₆，₂₆₂  ₅₈，₉₈₉，₄₄₈  ₁₀₉．₃₈  ₂₁，₄₆₉  ₁₄₆，₅₈₉，₁₇₉  ₉₆．₄₈  ₄  ₄₂，₇₄₈  ₆₉．₄₄  ₂₁₉  ₁，₇₅₉，₉₀₀ ₁₇₁．₁₆ 

保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　　位　　　弁　　　済
当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末 当　　月　　中 当　　月　　末

件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比 件数 金　額 件数 金　額 構成比

銀
　
　
　
　
　
　
　
　
行

伊    予 1₈₉  2，5₇0，₉44  1，₈₉2  23，30₉，₇₇4  3₉．52  ₇，₇30  6₈，3₉3，5₇2  46．66  1 3，₈4₉ ₇1 ₇36，230 41．₈3 
四    国 10  11₈，000  44  524，400  0．₈₉  1₇4  1，36₉，042  0．₉3  0 0 6 126，240 ₇．1₇ 
百 十 四 1  1，600  ₇5  661，200  1．12  320  2，453，660  1．6₇  0 0 6 44，423 2．52 
阿    波 0  0  ₈  122，000  0．21  45  416，256  0．2₈  0 0 2 3₇，₈2₉ 2．15 
広    島 4  10，₉50  ₉2  ₇56，650  1．2₈  445  2，₉₇₇，356  2．03  0 0 ₈ 22，405 1．2₇ 
中    国 0  0  5  156，000  0．26  14  205，261  0．14  0 0 0 0 0．00 
山    口 0  0  ₉  240，000  0．41  41  612，5₈1  0．42  0 0 1 3，413 0．1₉ 
西 日 本 0  0  0  0  0．00  2  ₈，06₇  0．01  0 0 0 0 0．00 
み ず ほ 0  0  0  0  0．00  16  2₉0，5₇3  0．20  0 0 0 0 0．00 
り そ な 0  0  0  0  0．00  0  0  0．00  0 0 0 0 0．00 
三 井 住 友 0  0  1  50，000  0．0₈  ₉  ₇4，321  0．05  0 0 0 0 0．00 
三 菱 東 京 0  0  4  120，000  0．20  1₉  210，₇65  0．14  0 0 0 0 0．00 
三井住友信託 0  0  0  0  0．00  0  0  0．00  0 0 0 0 0．00 
あ お ぞ ら 0  0  0  0  0．00  0  0  0．00  0 0 0 0 0．00 
愛    媛 232  2，402，630  2，2₈6  20，2₇3，₉₇0  34．3₇  6，₉₉₈  42，622，2₇5  2₉．0₈  0 0 6₇ 3₈5，₉₉0 21．₉3 
香    川 16  12₇，₉₈0  25₉  2，5₇0，5₈0  4．36  6₉4  5，2₈₉，₇12  3．61  0 0 12 ₉6，130 5．46 
高    知 ₈  ₇2，500  41  320，500  0．54  160  ₉₇0，0₇₇  0．66  3 3₈，₈₉₉ 6 60，2₉₉ 3．43 
徳    島 6  34，000  31  46₈，000  0．₇₉  115  1，031，₉₇5  0．₇0  0 0 0 0 0．00 
も み じ 0  0  1  10，000  0．02  3  12，3₇2  0．01  0 0 0 0 0．00 
小　　計 ₄₆₆  ₅，₃₃₈，₆₀₄  ₄，₇₄₈  ₄₉，₅₈₃，₀₇₄  ₈₄．₀₅  ₁₆，₇₈₅  ₁₂₆，₉₃₇，₈₆₅  ₈₆．₅₉  ₄ ₄₂，₇₄₈ ₁₇₉ ₁，₅₁₂，₉₆₀ ₈₅．₉₇ 

信
用
金
庫

愛    媛 ₉2  60₈，220  1，126  ₇，1₈6，643  12．1₈  3，4₉₇  14，₈62，51₇  10．14  0 0 20 ₇6，₈11 4．36 
川 之 江 4  20，000  41  36₇，200  0．62  146  ₈15，4₉6  0．56  0 0 3 12，055 0．6₈ 
東    予 13  52，₈00  115  464，3₉0  0．₇₉  336  1，16₇，315  0．₈0  0 0 6 53，₈02 3．06 
宇 和 島 23  11₉，400  20₇  1，206，5₈0  2．05  63₇  2，3₈2，000  1．62  0 0 10 ₈₈，662 5．04 
観 音 寺 1  3，000  14  116，600  0．20  1₉  135，2₈6  0．0₉  0 0 0 0 0．00 
信 金 中 金 0  0  0  0  0．00  0  0  0．00  0 0 0 0 0．00 
小　　計 ₁₃₃  ₈₀₃，₄₂₀  ₁，₅₀₃  ₉，₃₄₁，₄₁₃  ₁₅．₈₄  ₄，₆₃₅  ₁₉，₃₆₂，₆₁₄  ₁₃．₂₁  ₀ ₀ ₃₉ ₂₃₁，₃₃₀ ₁₃．₁₄ 

朝 銀 西 0  0  0  0  0．00  0  0  0．00  0 0 0 0 0．00 
県  信  連 0  0  0  0  0．00  0  0  0．00  0 0 0 0 0．00 
単 一 農 協 0  0  4  13，5₇0  0．02  ₉  1₉，2₇3  0．01  0 0 0 0 0．00 
県 信 漁 連 0  0  0  0  0．00  0  0  0．00  0 0 0 0 0．00 
農 林 中 金 0  0  0  0  0．00  0  0  0．00  0 0 0 0 0．00 
商 工 中 金 0  0  ₇  51，3₉1  0．0₉  40  26₉，426  0．1₈  0 0 1 15，610 0．₈₉ 
損 保 ・ 生 保 0  0  0  0  0．00  0  0  0．00  0 0 0 0 0．00 
労 働 金 庫 0  0  0  0  0．00  0  0  0．00  0 0 0 0 0．00 
そ  の  他 0  0  0  0  0．00  0  0  0．00  0 0 0 0 0．00 

小　　　計 ₀  ₀  ₁₁  ₆₄，₉₆₁  ₀．₁₁  ₄₉  ₂₈₈，₆₉₉  ₀．₂₀  ₀ ₀ ₁ ₁₅，₆₁₀ ₀．₈₉ 
合　　　　計 ₅₉₉  ₆，₁₄₂，₀₂₄  ₆，₂₆₂  ₅₈，₉₈₉，₄₄₈  ₁₀₀．₀₀  ₂₁，₄₆₉  ₁₄₆，₅₈₉，₁₇₉  ₁₀₀．₀₀  ₄ ₄₂，₇₄₈ ₂₁₉ ₁，₇₅₉，₉₀₀ ₁₀₀．₀₀ 
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業種別保証状況

業種別保証状況　（₂₀₁₉ 年 ₃ 月分） （単位：千円）

区　　　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　　位　　　弁　　　済

当　月　中 当　　月　　末 当　　月　　末 当　月　中 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比 件数 金　額 件数 金　額 構成比

製 造 業 ₈0 1，12₈，000 ₈60 ₉，22₉，100 15．65  3，32₇ 2₈，341，341 1₉．33  4 42，₇4₈ 2₇ 2₇₇，620 15．₇₇ 
食 料 品 工 業 13 1₉₉，000 122 1，₈03，₈₉0 3．06  466 4，6₇₇，62₉ 3．1₉  0 0 10 11₉，25₉ 6．₇₈ 
繊 維 品 工 業 2 35，000 ₉2 1，24₇，₈00 2．12  3₈3 4，021，056 2．₇4  0 0 1 1，1₇5 0．0₇ 
木 材 ・ 木 製 品 工 業 1 1，000 24 25₉，600 0．44  122 1，45₉，162 1．00  4 42，₇4₈ 4 42，₇4₈ 2．43 
家 具 ・ 建 具 工 業 1 5，000 20 1₇₈，400 0．30  ₈2 4₈0，540 0．33  0 0 0 0 0．00 
紙 工 業 3 141，000 3₉ 6₈3，500 1．16  1₈0 2，300，₇64 1．5₇  0 0 2 26，44₈ 1．50 
製 版 ・ 製 本 業 0 0 2 11，000 0．02  ₉ 56，50₇ 0．04  0 0 0 0 0．00 
化 学 工 業 0 0 3 40，000 0．0₇  16 1₈1，₇40 0．12  0 0 0 0 0．00 
石 油 石 炭 製 品 工 業 0 0 0 0 0．00  1 2，500 0．00  0 0 0 0 0．00 
ゴム ･ プラスチック工業 2 111，000 12 14₇，₈00 0．25  56 466，₈36 0．32  0 0 0 0 0．00 
ゴ ム 製 品 製 造 業 0 0 0 0 0．00  5 5₉，065 0．04  0 0 0 0 0．00 
皮 革 工 業 0 0 0 0 0．00  0 0 0．00  0 0 0 0 0．00 
窯 業 0 0 35 ₇36，100 1．25  116 1，441，003 0．₉₈  0 0 0 0 0．00 
機 械 工 業 13 2₉₇，100 10₈ 1，321，500 2．24  405 3，₉₉2，42₉ 2．₇2  0 0 0 0 0．00 
電 気 機 器 工 業 4 14，500 22 345，600 0．5₉  10₇ 1，1₇₇，₇20 0．₈0  0 0 4 ₇4，01₇ 4．21 
車 輌 工 業 0 0 6 50，000 0．0₈  16 1₈2，116 0．12  0 0 0 0 0．00 
船 舶 工 業 2 5，500 ₉ 126，000 0．21  ₈6 ₈1₈，2₇5 0．56  0 0 0 0 0．00 
金 属 工 業 1₉ 13₈，500 150 ₉64，6₇0 1．64  4₇6 3，040，₇62 2．0₇  0 0 1 2，₈53 0．16 
ソ フ ト ウ ェ ア 業 3 13，000 34 32₉，000 0．56  124 ₉40，₉6₈ 0．64  0 0 0 0 0．00 
情 報 処 理 サ ー ビ ス 業 0 0 0 0 0．00  3 3，330 0．00  0 0 0 0 0．00 
農 林 漁 業 1 65，000 6 130，000 0．22  14 136，₈06 0．0₉  0 0 0 0 0．00 
そ の 他 の 工 業 16 102，400 1₇6 ₈54，240 1．45  660 2，₉02，136 1．₉₈  0 0 5 11，11₈ 0．63 

鉱        　  業 0 0 0 0 0．00  0 0 0．00  0 0 0 0 0．00 
土  石  採  取  業 0 0 3 52，000 0．0₉  35 31₈，1₉2 0．22  0 0 0 0 0．00 
木  材  伐  出  業 0 0 4 21，000 0．04  6 30，4₇2 0．02  0 0 0 0 0．00 
建     設     業 15₈ 1，565，₈50 1，6₈0 15，54₈，250 26．36  5，62₈ 36，010，143 24．5₇  0 0 41 2₈₈，2₈0 16．3₈ 
卸     売     業 55 ₈40，₈44 553 6，₈62，434 11．63  2，011 16，614，₇52 11．33  0 0 2₇ 3₇4，665 21．2₉ 
小     売     業 ₈2 656，250 ₉₈₉ ₈，6₇4，200 14．₇0  3，241 20，1₈₈，05₇ 13．₇₇  0 0 46 36₉，224 20．₉₈ 
飲     食     店 55 32₈，₇30 4₉1 2，44₈，₇₇0 4．15  1，532 5，5₇3，₉46 3．₈0  0 0 25 151，1₈0 ₈．5₉ 
不 　 動 　 産 　 業 13 120，450 1₇3 1，₇₇1，050 3．00  546 4，220，₉63 2．₈₈  0 0 5 62，₈₈0 3．5₇ 
運     送     業 2₇ 640，600 250 4，2₉0，364 ₇．2₇  ₉03 10，₉32，0₉6 ₇．46  0 0 ₇ ₇₇，6₉4 4．41 
貨 物 運 送 取 扱 業 0 0 0 0 0．00  0 0 0．00  0 0 0 0 0．00 
倉 　 　 庫 　 　 業 0 0 1 20，000 0．03  ₇ 53，₈5₈ 0．04  0 0 0 0 0．00 
物 品 預 り ・ 駐 車 場 業 0 0 0 0 0．00  ₈ 24，214 0．02  0 0 0 0 0．00 
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 ₉ ₇2，500 0．12  51 36₇，₈40 0．25  0 0 0 0 0．00 
印 　 　 刷 　 　 業 0 0 46 565，300 0．₉6  155 1，34₈，355 0．₉2  0 0 3 12，013 0．6₈ 
出 　 　 版 　 　 業 0 0 3 ₇，510 0．01  21 12₇，230 0．0₉  0 0 0 0 0．00 
サ  ー ビ ス 業 126 ₈51，200 1，162 ₉，24₇，₈₇0 15．6₈  3，₈5₈ 22，043，603 15．04  0 0 35 13₉，441 ₇．₉2 

物 品 賃 貸 業 4 52，000 25 240，600 0．41  ₇₈ 5₉2，3₈₇ 0．40  0 0 0 0 0．00 
宿  泊  業 6 62，500 31 4₈₇，₉00 0．₈3  120 1，533，₈52 1．05  0 0 2 4，001 0．23 
洗濯・理美容・浴場業 15 66，000 202 ₉₈1，360 1．66  5₈3 2，21₉，403 1．51  0 0 5 10，₇₈₇ 0．61 
その他の生活関連サービス業 4 4₈，000 26 26₈，₇00 0．46  ₈4 ₇₇5，5₈5 0．53  0 0 1 460 0．03 
旅  行  業 1 5，000 ₇ 5₉，000 0．10  24 142，231 0．10  0 0 0 0 0．00 
映 画 ・ 娯 楽 業 2 32，₇50 2₉ 15₈，550 0．2₇  ₈₈ 3₉₉，6₈6 0．2₇  0 0 0 0 0．00 
広  告  業 4 ₈6，600 1₉ 156，₈00 0．2₇  ₉6 564，330 0．3₈  0 0 0 0 0．00 
放  送  業 0 0 2 22，000 0．04  2 21，4₉₈ 0．01  0 0 0 0 0．00 
情 報 通 信 サ ー ビ ス 業 0 0 ₇ 64，300 0．11  2₇ 104，₈51 0．0₇  0 0 1 ₇，1₉₈ 0．41 
運 輸 サ ー ビ ス 業 0 0 16 140，000 0．24  41 226，54₇ 0．15  0 0 0 0 0．00 
職業紹介・労働者派遣業 0 0 5 3₇，000 0．06  1₇ 6₇，462 0．05  0 0 2 4，2₇5 0．24 
その他の事業サービス業 11 46，200 10₈ ₉4₉，000 1．61  33₈ 1，₈₇₈，₈2₉ 1．2₈  0 0 10 2₈，₇30 1．63 
専 門 サ ー ビ ス 業 ₈ 23，450 ₉2 3₉₈，500 0．6₈  403 ₈₈2，4₇4 0．60  0 0 0 0 0．00 
技 術 サ ー ビ ス 業 12 ₈4，000 114 5₈3，320 0．₉₉  345 1，336，545 0．₉1  0 0 3 1，543 0．0₉ 
医 療 ・ 福 祉 業 3₉ 255，600 334 3，3₈6，₇50 5．₇4  1，102 ₈，41₉，64₇ 5．₇4  0 0 6 64，₉16 3．6₉ 
廃 棄 物 処 理 業 13 65，600 ₇6 ₉2₇，₈00 1．5₇  243 1，₇54，236 1．20  0 0 0 0 0．00 
教 育 ・ 学 習 支 援 事 業 3 14，000 42 2₈₈，250 0．4₉  12₉ 626，2₇4 0．43  0 0 1 3，₇30 0．21 
そ の 他 の サ ー ビ ス 業 4 ₉，500 2₇ ₉₈，040 0．1₇  13₈ 4₉₇，₇6₈ 0．34  0 0 4 13，₈02 0．₇₈ 

保 険 媒 介 代 理 業 2 5，100 32 135，500 0．23  11₈ 306，316 0．21  0 0 0 0 0．00 
郵 　 　 便 　 　 業 0 0 0 0 0．00  0 0 0．00  0 0 0 0 0．00 
通 　 　 信 　 　 業 0 0 0 0 0．00  0 0 0．00  0 0 0 0 0．00 
インターネット付随サービス業 1 5，000 6 43，600 0．0₇  22 ₈₇，₈01 0．06  0 0 3 6，₉01 0．3₉ 

合　　　　計 ₅₉₉ ₆，₁₄₂，₀₂₄ ₆，₂₆₂ ₅₈，₉₈₉，₄₄₈ ₁₀₀．₀₀ ₂₁，₄₆₉ ₁₄₆，₅₈₉，₁₇₉ ₁₀₀．₀₀  ₄ ₄₂，₇₄₈ ₂₁₉ ₁，₇₅₉，₉₀₀ ₁₀₀．₀₀ 
※平成 24 年 10 月分統計より業種区分を変更したため、業種によっては変更前後での累計値等が一致しない場合があります。
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金額別保証状況　（₂₀₁₉ 年 ₃ 月分） （単位：千円）

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

1000 以下 54 45，630 5₇₇ 50₇，440 0．₈6 1，₉₈1 ₉₇₈，6₈4 0．6₇
1000 超   2000 以下 5₇ 100，₈₇0 ₇6₈ 1，355，450 2．30 2，46₇ 2，566，₉13 1．₇5
2000 超   3000 以下 ₈0 22₉，330 ₈34 2，3₉6，3₇0 4．06 2，₇16 4，66₉，25₇ 3．1₉
3000 超   5000 以下 202 ₉61，050 1，₈4₇ ₈，₇₉2，550 14．₉1 5，₈4₇ 1₇，260，162 11．₇₇
5000 超  10000 以下 ₈5 ₇46，000 ₉4₉ ₈，20₈，₈31 13．₉2 3，335 1₈，506，6₉5 12．62

10000 超  15000 以下 26 355，₇00 261 3，544，0₈0 6．01 1，0₈5 ₉，31₈，44₉ 6．36
15000 超  20000 以下 24 45₇，500 336 6，536，400 11．0₈ 1，11₇ 14，025，₇25 ₉．5₇
20000 超  30000 以下 33 ₉14，500 36₉ 10，314，₈₈3 1₇．4₉ 1，40₈ 24，534，₈23 16．₇4
30000 超  50000 以下 20 ₈₉1，644 225 ₉，₈21，144 16．65 ₉₉₉ 2₈，₈₈5，₈₉5 1₉．₇1
50000 超  60000 以下 5 2₉5，000 33 1，₉03，000 3．23 155 5，₉53，₈₉3 4．06
60000 超  ₇0000 以下 2 135，000 1₉ 1，2₇₇，000 2．16 ₉₉ 4，4₉2，50₉ 3．06
₇0000 超  ₈0000 以下 ₈ 621，₈00 2₇ 2，13₇，₈00 3．62 1₇3 ₈，312，₇46 5．6₇
₈0000 超 100000 以下 2 1₈₈，000 10 ₉₇₈，000 1．66 3₉ 2，32₉，404 1．5₉

100000 超 120000 以下 0 0 1 120，000 0．20 14 ₉56，₈4₇ 0．65
120000 超 150000 以下 0 0 0 0 0．00 ₉ 551，6₈4 0．3₈
150000 超 200000 以下 1 200，000 6 1，0₉6，500 1．₈6 25 3，245，4₉4 2．21
200000 超 0 0 0 0 0．00 0 0 0．00

合　　　　　計 ₅₉₉ ₆，₁₄₂，₀₂₄ ₆，₂₆₂ ₅₈，₉₈₉，₄₄₈ ₁₀₀．₀₀ ₂₁，₄₆₉ ₁₄₆，₅₈₉，₁₇₉ ₁₀₀．₀₀

期間別保証状況　（₂₀₁₉ 年 ₃ 月分） （単位：千円）

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

3 カ月以下 ₇ 343，₉50 51 ₈14，350 1．3₈ 11 344，350 0．23
3 カ月超  6 カ月以下 ₇ 140，000 ₉₉ 1，432，₈00 2．43 53 6₈6，6₈4 0．4₇
6 カ月超  1 カ年以下 3₇ 4₉3，150 25₉ 3，65₉，350 6．20 245 3，35₈，0₈0 2．2₉
1 カ年超  2 カ年以下 14 236，424 134 1，111，2₇₇ 1．₈₈ 2₉₉ 2，042，₇54 1．3₉
2 カ年超  3 カ年以下 44 120，₇₈0 3₈5 1，3₉5，130 2．3₇ ₉2₉ 1，₉63，₉2₉ 1．34
3 カ年超  4 カ年以下 1₇ ₉₇，300 154 ₉16，420 1．55 460 1，4₇2，663 1．00
4 カ年超  5 カ年以下 2₈6 1，366，4₈0 3，110 15，063，₇31 25．54 11，₈₇5 35，₉5₈，₉2₇ 24．53
5 カ年超  ₇ カ年以下 ₈0 ₈₈₈，₉₉0 1，13₉ 14，4₈₉，530 24．56 3，₉02 3₇，6₇5，₇₈₈ 25．₇0
₇ カ年超 10 カ年以下 ₇4 1，530，650 ₇₇4 15，₇60，560 26．₇2 3，2₉₈ 52，₇53，004 35．₉₉

10 カ年超 33 ₉24，300 15₇ 4，346，300 ₇．3₇ 3₉₇ 10，333，000 ₇．05
合　　　　　計 ₅₉₉ ₆，₁₄₂，₀₂₄ ₆，₂₆₂ ₅₈，₉₈₉，₄₄₈ ₁₀₀．₀₀ ₂₁，₄₆₉ ₁₄₆，₅₈₉，₁₇₉ ₁₀₀．₀₀

使途別保証状況　（₂₀₁₉ 年 ₃ 月分） （単位：千円）

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

運 転 資 金 46₉ 5，30₇，5₉4 5，060 51，4₉5，20₇ ₈₇．30 1₈，046 12₈，510，403 ₈₇．6₇
設 備 資 金 ₇₇ 44₈，2₈0 ₇3₉ 3，₉₇6，051 6．₇4 2，1₈3 11，361，145 ₇．₇5
運 転 設 備 資 金 53 3₈6，150 463 3，51₈，1₉0 5．₉6 1，240 6，₇1₇，630 4．5₈

合　　　　　計 ₅₉₉ ₆，₁₄₂，₀₂₄ ₆，₂₆₂ ₅₈，₉₈₉，₄₄₈ ₁₀₀．₀₀ ₂₁，₄₆₉ ₁₄₆，₅₈₉，₁₇₉ ₁₀₀．₀₀

金額別・期間別・使途別保証状況
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市町制度保証状況　（₂₀₁₉ 年 ₃ 月分） （単位：千円）

振　興　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

市

四 国 中 央 ₉ 2₇，000 122 363，200 511 ₉3₉，3₇4
新 居 浜 1₇ 5₉，₉00 1₉2 66₉，₇30 4₉2 1，12₈，161
西     条 24 ₉1，200 21₉ ₈22，5₉0 ₇6₈ 1，₇56，051
今 　 　 治 40 141，000 333 1，0₇6，560 1，12₉ 2，3₈1，160
松 　 　 山 ₉1 30₇，350 1，00₈ 3，2₉5，300 3，3₈₇ 6，3₉₇，00₉
東     温 1 1，000 36 121，600 130 241，₈65
伊 　 　 予 1 3，000 14 54，000 33 ₈2，136
大 　 　 洲 5 22，000 50 163，400 22₈ 425，0₈0
八 幡 浜 3 10，000 42 14₈，200 145 2₇₇，₇₇₇
西 　 　 予 1 5，000 3₇ 135，500 1₇1 356，2₉0
宇 和 島 30 10₈，₉00 230 ₈15，420 ₈12 1，6₇1，2₇1

小　　計 ₂₂₂ ₇₇₆，₃₅₀ ₂，₂₈₃ ₇，₆₆₅，₅₀₀ ₇，₈₀₆ ₁₅，₆₅₆，₁₇₃

町

砥 部 0 0 14 54，000 14 46，6₉0
久 万 高 原 0 0 ₈ 21，000 1₉ 32，5₈₇
内 　 　 子 1 5，000 15 50，400 3₈ ₇₉，62₇
伊 　 　 方 0 0 3 13，000 ₇ 20，112
鬼 　 　 北 0 0 0 0 0 0
松 　 　 野 2 ₉，000 3 13，000 10 26，02₈
愛 　 　 南 3 ₇，500 36 ₈₈，₇00 4₈ ₉₉，311

小　　計 ₆ ₂₁，₅₀₀ ₇₉ ₂₄₀，₁₀₀ ₁₃₆ ₃₀₄，₃₅₅
合　　　　計 ₂₂₈ ₇₉₇，₈₅₀ ₂，₃₆₂ ₇，₉₀₅，₆₀₀ ₇，₉₄₂ ₁₅，₉₆₀，₅₂₈

季　節　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 0 0 4 ₈，000 3 2，300
新 居 浜 0 0 2 2，500 0 0

合　　　　計 ₀  ₀ ₆ ₁₀，₅₀₀ ₃  ₂，₃₀₀

振興資金（緊急）
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

四 国 中 央 2 ₈，500 51 30₇，200 1₇2 ₇44，₇4₇
新 居 浜 2 1₇，000 32 2₈₈，₈00 104 562，156
今 治 5 36，500 ₇₇ 630，₉00 320 1，₈00，156
松 山 0 0 0 0 41 155，₉46
八 幡 浜 2 12，000 2₈ 215，000 ₇4 3₈₇，2₈4
西 予 2 20，000 ₇ 63，000 50 251，102

合　　　　計 ₁₃ ₉₄，₀₀₀ ₁₉₅ ₁，₅₀₄，₉₀₀ ₇₆₁ ₃，₉₀₁，₃₉₁

振興資金（経営安定化）
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 0 0 ₈ 50，000 140 33₇，660
今 治 0 0 1₇ 6₉，400 62 1₇₉，23₇

合　　　　計 ₀ ₀ ₂₅ ₁₁₉，₄₀₀ ₂₀₂ ₅₁₆，₈₉₇

設備近代化資金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 3₇ 143，₇₇0 241 ₇₉3，650 464 1，104，₉34
（う　ち　公　害） ︵      0︶ ︵             0︶ ︵      0︶ ︵             0︶ ︵      0︶ ︵             0︶
今 治 3 1₇，500 4₈ 1₈₉，3₈0 132 3₉3，1₇6

合　　　　計 ₄₀ ₁₆₁，₂₇₀ ₂₈₉ ₉₈₃，₀₃₀ ₅₉₆ ₁，₄₉₈，₁₁₀

小　口　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

今 治 0 0 0 0 0 0
合　　　　計 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

市町制度保証状況
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ランキングベスト10 −３月の信用保証ランキング−

　2019年3月末現在における各店舗別の信用保証状況を債務残高と保証承諾をベースに「ランキング 
ベスト10」に集計しました。
　今後とも県内中小企業金融の円滑化に、一層のご協力と信用保証の利用をお願いいたします。

Best

10

保証債務残高

Best

（当月中）
10

保証承諾

Best

（累計）
10

保証承諾

前月
順位 順位 金融機関名

保証債務残高
件数 金額（千円）

1 1 愛 媛 銀 行 本店営業部 415 4,594,948
2 2 伊 予 銀 行 本店営業部 214 3,444,883
3 3 伊 予 銀 行 今 治 支 店 285 3,242,953
4 4 伊 予 銀 行 西 条 支 店 347 3,004,274
5 5 伊 予 銀 行 宇和島支店 294 2,970,929
6 6 伊 予 銀 行 新居浜支店 292 2,473,520
7 7 伊 予 銀 行 八幡浜支店 176 2,247,696
8 8 伊 予 銀 行 大 洲 支 店 200 2,199,269
9 9 伊 予 銀 行 空港通支店 220 1,850,223

10 10 伊 予 銀 行 松 前 支 店 135 1,830,469

前月
順位 順位 金融機関名

保証承諾（当月中）
件数 金額（千円）

1 1 愛 媛 銀 行 本店営業部 15 667,500
27 2 伊 予 銀 行 三津浜支店 10 228,450

114 3 伊 予 銀 行 角 野 支 店 5 187,000
51 4 伊 予 銀 行 壬生川支店 5 160,800
89 5 伊 予 銀 行 西 条 支 店 11 144,000
46 6 伊 予 銀 行 中 萩 支 店 2 130,000

133 7 愛 媛 銀 行 西 条 支 店 9 122,500
54 8 伊 予 銀 行 川之江支店 4 118,644

4 9 伊 予 銀 行 中 浜 支 店 4 105,000
32 10 伊 予 銀 行 新居浜支店 6 100,000

前月
順位 順位 金融機関名

保証承諾（累計）
件数 金額（千円）

1 1 愛 媛 銀 行 本店営業部 134 2,848,800
2 2 伊 予 銀 行 今 治 支 店 56 1,125,250
5 3 伊 予 銀 行 西 条 支 店 96 1,058,600
3 4 伊 予 銀 行 大 洲 支 店 85 1,030,400
4 5 伊 予 銀 行 本店営業部 45 1,017,350
6 6 伊 予 銀 行 八幡浜支店 55 932,930
7 7 伊 予 銀 行 宇和島支店 87 929,500
8 8 愛 媛 銀 行 大 洲 支 店 77 822,580
9 9 伊 予 銀 行 本 町 支 店 48 729,000

10 10 愛 媛 銀 行 森 松 支 店 66 678,400
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金融機関店舗別保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

みずほ 松 山 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 2  4，546  33．51  0  0  0．00 
今 治 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  0．00  12  1₇0，₈0₈  54．₉0  0  0  0．00 
高 松 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  ₉₇，000  ₈₈．₉₉  0  0  0．00 
難 波 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  1₈，21₉  ₈0．₉6  0  0  0．00 

計 ₀  ₀  ︲︲︲︲︲ ₀  ₀  ₀．₀₀  ₁₆  ₂₉₀，₅₇₃  ₆₃．₆₉  ₀  ₀  ₀．₀₀ 

三井住友 新 居 浜 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  50，000  625．00  ₇  ₇3，226  1₈5．₈₉  0  0  0．00 
松 山 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 2  1，0₉5  42．3₉  0  0  0．00 

計 ₀  ₀  ︲︲︲︲︲ ₁  ₅₀，₀₀₀  ₆₂₅．₀₀  ₉  ₇₄，₃₂₁  ₁₇₇．₀₆  ₀  ₀  ₀．₀₀ 

三菱東京 高松中央 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  50，000  ︲︲︲︲︲ 6  ₉₈，624  131．50  0  0  0．00 
高 松 0  0  ︲︲︲︲︲ 2  60，000  200．00  10  ₉6，1₈5  ₉0．₉0  0  0  0．00 
大 阪 西 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  1，₇₇6  51．03  0  0  0．00 
福 山 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  10，000  ︲︲︲︲︲ 2  14，1₈0  1₈0．₈2  0  0  0．00 

計 ₀  ₀  ︲︲︲︲︲ ₄  ₁₂₀，₀₀₀  ₄₀₀．₀₀  ₁₉  ₂₁₀，₇₆₅  ₁₀₉．₆₉  ₀  ₀  ₀．₀₀ 

伊予 本 店 5  3₉，450  23．₉1  45  1，01₇，350  6₉．24  214  3，444，₈₈3  ₈₉．1₉  0  0  0．00 
本 町 4  13，500  33．33  4₈  ₇2₉，000  2₉5．56  21₉  1，₇62，₇₈₉  ₈₇．4₈  1  2，452  0．13 
城 北 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 2  2，₇₇4  63．30  0  0  0．00 
松山駅前 2  24，000  ︲︲︲︲︲ 30  325，500  ₇0．₉6  125  1，123，541  ₈₉．₇0  5  16，45₉  1．4₇ 
湊 町 4  60，000  352．₉4  41  3₉₉，560  ₇3．5₈  146  1，4₉1，122  ₉6．30  1  ₉，2₉3  0．62 
小 栗 0  0  0．00  14  165，000  155．66  62  365，3₇3  ₉3．51  4  10，41₈  2．₈4 
立 花 1  5，000  16．6₇  5  31，200  23．46  36  1₈₇，61₉  ₈1．₈4  1  2，202  1．10 
新 立 3  11，000  440．00  16  10₇，200  ₇6．30  32  2₇2，₉36  100．52  0  0  0．00 
大 街 道 3  11，500  115．00  32  1₈₈，100  113．1₉  12₈  ₇10，45₉  ₉₈．52  2  6，613  0．₉3 
一 万 4  2₈，500  13．26  23  256，000  54．40  ₈₉  ₈51，065  ₈4．12  1  3，34₇  0．3₉ 
道 後 3  14，000  21．₈₈  3₉  3₉₉，₈00  ₇4．12  153  1，613，₇12  ₈₈．61  0  0  0．00 
東 野 0  0  ︲︲︲︲︲ 5  3₇，000  3₈．03  42  140，665  6₇．₈3  0  0  0．00 
三 津 浜 10  22₈，450  1₉0．3₈  45  565，600  ₉1．55  163  1，5₈₉，400  ₈₉．6₉  0  0  0．00 
水産市場 1  5，000  ︲︲︲︲︲ 2  45，000  166．6₇  6  ₇3，53₇  10₉．05  0  0  0．00 
松 山 北 4  25，000  3₈．46  34  41₇，550  ₇₇．42  1₇2  1，4₉6，₈₇2  6₉．16  0  0  0．00 
中央市場 1  4，000  ︲︲︲︲︲ 10  100，000  1₇2．41  30  2₇₉，34₇  ₉6．₇₈  0  0  0．00 
空 港 通 2  12，500  32．₈₉  4₈  415，100  ₈0．12  220  1，₈50，223  ₉4．₈4  4  1₉，5₉2  1．04 
余 戸 2  15，000  22．3₉  23  26₈，600  5₇．41  124  ₉₉4，406  ₉0．4₈  1  3，40₉  0．33 
味 生 0  0  0．00  ₈  ₈₉，000  5₇．₈₇  46  2₈5，30₇  ₈5．63  0  0  0．00 
石 井 0  0  0．00  1₈  325，400  1₉₉．02  66  ₇₇0，₉65  ₉₉．1₈  1  5，06₇  0．6₇ 

椿 1  ₈，000  1₉．05  23  313，₈00  16₉．62  ₉5  ₇24，₇00  10₈．0₇  0  0  0．00 
久 米 3  43，400  ₈6₈．00  30  3₇₇，₈₈0  225．60  116  ₇₉₇，164  124．45  0  0  0．00 
福 音 寺 1  ₈，000  26．6₇  31  33₇，200  ₈₇．₉3  ₉6  ₉21，₉12  106．41  1  6，₉₉1  0．₇₈ 
小 野 0  0  ︲︲︲︲︲ 6  ₉2，500  15₉．4₈  34  236，3₉5  ₉5．₉5  3  15，45₈  6．5₉ 
堀 江 1  ₈，000  100．00  ₈  44，500  100．00  4₉  254，₉42  ₈3．4₇  0  0  0．00 
和 気 1  20，000  ︲︲︲︲︲ 4  3₇，000  50．34  4₇  1₈5，₈44  6₇．26  0  0  0．00 
森 松 3  20，000  1，000．00  26  254，₇₉0  103．15  115  5₉6，₉45  ₉4．₇₈  0  0  0．00 
中 島 1  11，500  230．00  4  63，500  1₈1．43  22  150，665  ₉₈．₇₈  0  0  0．00 
北 条 2  14，000  66．6₇  41  4₈₇，₈50  125．0₉  144  ₉40，2₈₉  101．6₉  0  0  0．00 
横 河 原 2  42，000  ₇0．00  21  26₈，000  1₇₉．₈₇  ₇0  52₇，₇03  ₉₈．1₉  0  0  0．00 
川 内 2  16，000  2₉0．₉1  12  16₇，000  114．62  50  ₇23，₈15  ₉₇．₉₈  2  36，₇03  5．05 
砥 部 1  3，500  1₉．44  22  233，000  111．4₈  ₇6  630，₈46  105．1₈  0  0  0．00 
松 前 4  33，000  ₈1．5₈  3₈  66₇，600  ₇₈．31  135  1，₈30，46₉  101．2₈  1  ₇，313  0．41 
郡 中 5  ₇4，400  24₈．00  42  4₉2，300  ₇₈．₉4  141  1，25₇，412  ₉3．₇0  3  12，₉06  1．03 
上 灘 0  0  ︲︲︲︲︲ 5  46，000  2₇₈．₇₉  15  122，432  ₉₉．52  0  0  0．00 
中 山 1  15，000  ︲︲︲︲︲ 5  121，200  265．₇₉  13  13₇，0₈2  103．55  1  10，2₈₇  ₇．₈6 
久 万 0  0  0．00  11  21₇，000  233．33  44  4₇0，265  102．₇₉  0  0  0．00 
今 治 6  ₉2，000  4₉．₈6  56  1，125，250  10₉．₈1  2₈5  3，242，₉53  ₈4．₉0  1  11，460  0．33 
中 浜 4  105，000  62．13  3₇  646，200  ₈1．04  152  1，4₈2，241  ₉2．04  2  15，31₉  1．03 
日 吉 0  0  0．00  24  1₉6，200  3₈．₇3  156  1，0₉3，353  ₈0．5₉  0  0  0．00 
今 治 南 1  4，500  12．₈6  10  ₇3，450  46．34  61  4₇6，₈2₇  ₈₉．₇₉  0  0  0．00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

201₉ 年 3 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

伊予 波 止 浜 0  0  ︲︲︲︲︲ 14  150，200  63．₇0  65  505，340  ₈1．6₇  0  0  0．00 
鳥 生 2  1₇，₇00  110．63  15  1₇₇，200  ₇6．1₈  ₈5  646，₈₉6  ₈₉．₉5  0  0  0．00 
桜 井 1  20，000  ₈0．00  15  11₇，100  62．₈6  66  3₉5，₉21  103．2₈  0  0  0．00 
菊 間 ₇  ₇₈，000  3，₉00．00  13  1₇1，000  14₉．34  4₈  403，001  100．24  0  0  0．00 
大 島 0  0  ︲︲︲︲︲ 12  16₈，200  50．13  ₈3  ₇2₇，465  ₈₉．55  0  0  0．00 
伯 方 0  0  0．00  10  13₉，500  ₈1．34  51  3₉6，₈3₇  ₈0．₈₉  1  645  0．14 
宮 浦 1  5，000  55．56  ₇  3₉，100  5₇．50  31  214，₉5₇  ₈5．43  1  ₇，12₈  2．₉₉ 
新 居 浜 6  100，000  255．10  5₈  52₈，550  ₇₇．45  2₉2  2，4₇3，520  ₇₈．25  4  22，352  0．₈2 
高 津 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  2，650  ︲︲︲︲︲ 0  0  0．00 
角 野 5  1₈₇，000  510．₉3  26  356，₉00  66．33  136  1，34₉，060  ₈1．46  0  0  0．00 
新居浜東 3  32，000  ︲︲︲︲︲ 16  123，500  106．34  ₈5  455，210  ₈6．3₈  1  11，₉₇₇  2．41 
中 萩 2  130，000  433．33  12  335，₉00  1₇6．60  ₇0  ₇3₈，431  ₈₈．16  0  0  0．00 
土 居 2  5，500  42．31  15  ₉0，₇00  3₇．14  ₉0  5₉1，₈₈3  ₉0．4₉  0  0  0．00 
三 島 0  0  0．00  1₉  3₉6，₉00  156．51  156  1，30₈，124  ₈0．03  0  0  0．00 
川 之 江 4  11₈，644  164．33  25  336，244  44．₉6  145  1，6₇4，245  ₉1．66  3  33，016  1．₉1 
金 生 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  1，000  ︲︲︲︲︲ 2  1，2₈6  140．3₉  0  0  0．00 
西 条 11  144，000  266．6₇  ₉6  1，05₈，600  12₉．4₉  34₇  3，004，2₇4  ₈6．0₇  11  1₉3，15₈  6．0₇ 
三 芳 2  60，000  120．00  14  25₇，200  206．26  5₉  51₉，41₈  ₈₇．5₇  0  0  0．00 
壬 生 川 5  160，₈00  3，033．₉6  2₉  300，₈00  11₇．00  116  ₉6₉，₈63  ₈₈．16  1  4，2₉0  0．42 
丹 原 0  0  ︲︲︲︲︲ 2  4，000  ₇．11  23  166，523  ₈4．₈₈  0  0  0．00 
小 松 3  15，000  42．₈6  1₇  166，300  ₇2．46  5₉  53₉，₈42  ₇₇．₈0  2  61，556  10．34 
八 幡 浜 6  3₇，000  2₉．₈4  55  ₉32，₉30  166．5₉  1₇6  2，24₇，6₉6  101．3₇  3  51，462  2．42 
大洲本町 0  0  0．00  20  125，₈00  6₈．1₇  55  30₈，₈25  105．₉₈  1  14，63₇  4．₉5 
大 洲 6  50，500  36．0₇  ₈5  1，030，400  166．2₇  200  2，1₉₉，26₉  11₉．₇2  1  12，4₇3  0．64 
長 浜 0  0  0．00  12  213，000  32₉．21  4₇  5₉5，₈3₉  105．₉6  0  0  0．00 
五 十 崎 2  35，000  233．33  5  ₇3，000  3₈．₇5  2₈  320，₇30  ₈₈．2₈  0  0  0．00 
内 子 4  ₉₇，000  323．33  21  306，100  110．0₇  ₇1  ₇5₇，₉1₈  115．3₈  0  0  0．00 
川 之 石 1  10，000  66．6₇  10  53，400  ₈3．44  22  132，501  10₉．44  1  3，₈4₉  2．₉2 
伊 方 0  0  ︲︲︲︲︲ ₇  31，₈50  235．₉3  14  4₈，₉₈₈  135．₇2  0  0  0．00 
三 崎 0  0  0．00  3  23，300  64₇．22  1₉  ₈4，₉63  ₈6．25  0  0  0．00 
三 瓶 1  15，000  300．00  ₉  152，000  133．₉2  2₉  250，661  116．₇₇  0  0  0．00 
宇 和 島 5  ₈0，500  4₉．6₉  ₈₇  ₉2₉，500  10₉．4₉  2₉4  2，₉₇0，₉2₉  ₉6．₇6  1  21，₈5₈  0．₇4 
追 手 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  31  14．22  0  0  0．00 
卯 之 町 1  10，000  ︲︲︲︲︲ 11  115，500  ₇6．5₉  ₈0  544，263  ₈₉．30  0  0  0．00 
野 村 3  3₈，000  102．₇0  2₉  3₉₉，600  2₈1．₈1  ₈₇  6₈₇，₇3₇  140．30  0  0  0．00 
高 山 1  4，000  ︲︲︲︲︲ 6  55，000  ₇₉₇．10  11  11₉，₉10  102．₈3  0  0  0．00 
吉 田 1  4，000  ︲︲︲︲︲ 2₉  33₈，000  2₇₈．1₉  62  4₉1，₈33  213．32  0  0  0．00 
近 永 0  0  0．00  16  242，500  166．₉0  45  511，₇15  106．₉₇  0  0  0．00 
松 丸 3  10，500  ︲︲︲︲︲ ₇  5₉，000  ₈5．1₉  20  11₉，3₉0  14₈．6₉  0  0  0．00 
岩 松 1  13，₇00  ︲︲︲︲︲ 15  1₈₈，₇00  205．33  45  26₉，₈₉₇  120．25  0  0  0．00 
愛 南 4  1₇，000  340．00  32  313，300  1₉₇．04  ₈₉  ₇5₇，₇4₉  106．03  4  ₇2，625  10．2₈ 
富 田 1  4，500  45．00  14  6₈，₉₉0  63．4₇  61  344，4₇5  ₈₉．25  0  0  0．00 
古 川 2  5，500  ︲︲︲︲︲ 2₉  2₇₉，6₈0  154．1₈  103  510，126  100．2₉  1  2₉，₉16  5．63 
牛 渕 1  20，000  666．6₇  ₉  56，₉00  23₇．0₈  53  202，1₈₉  ₉1．16  0  0  0．00 
原 町 0  0  0．00  4  56，500  46．12  3₇  20₈，263  ₇₇．26  0  0  0．00 
日 高 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  4，650  46．50  5  1₈，543  ₇3．0₉  0  0  0．00 
船 木 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  24₈  5₉．62  0  0  0．00 
丸 亀 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  4，036  33．56  0  0  0．00 
三 津 東 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  3，200  106．6₇  5  ₇，₇₇1  104．3₈  0  0  0．00 
桑 原 2  16，₉00  ︲︲︲︲︲ ₉  144，₉00  1₈6．1₇  35  324，514  ₉3．₉0  0  0  0．00 
大 西 2  13，000  130．00  ₈  4₉，000  12₇．₉4  32  154，24₉  64．₇2  0  0  0．00 
高 松 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  2，320  61．₇0  0  0  0．00 

計 ₁₈₉  ₂，₅₇₀，₉₄₄  ₉₇．₂₆  ₁，₈₉₂  ₂₃，₃₀₉，₇₇₄  ₁₀₁．₉₆  ₇，₇₃₀  ₆₈，₃₉₃，₅₇₂  ₉₂．₉₆  ₇₁  ₇₃₆，₂₃₀  ₁．₀₆ 

四国 松 山 4  3₈，000  ₇60．00  12  120，500  ₈₉．26  5₈  445，306  ₈₈．11  1  ₇，1₉₈  0．00 
松 山 南 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  0．00  15  6₈，₈2₉  43．₇₉  0  0  0．00 
今 治 0  0  0．00  1  2，400  4．₈₇  16  110，₈16  41．51  3  114，03₈  51．₉₇ 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

201₉ 年 3 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

八 幡 浜 2  4₇，000  12₇．03  ₉  1₈5，000  1₇1．₉3  30  340，₇23  ₉₈．₇₉  2  5，004  1．51 
宇 和 島 2  10，000  ︲︲︲︲︲ 20  1₉3，500  ₇44．23  4₇  346，335  134．35  0  0  0．00 
四国中央 2  23，000  ︲︲︲︲︲ 2  23，000  46．00  ₈  5₇，033  102．41  0  0  0．00 

計 ₁₀  ₁₁₈，₀₀₀  ₂₈₀．₉₅  ₄₄  ₅₂₄，₄₀₀  ₁₅₃．₁₅  ₁₇₄  ₁，₃₆₉，₀₄₂  ₈₇．₅₈  ₆  ₁₂₆，₂₄₀  ₈．₇₂ 

百十四 松 山 0  0  0．00  1₇  213，000  15₇．₇₈  ₈5  ₈55，423  ₇5．30  0  0  0．00 
新 居 浜 1  1，600  1．₉₈  24  245，₇00  104．₇₈  5₉  5₇₇，₈₇1  ₉5．63  2  4，560  0．₇₇ 
三 島 0  0  0．00  15  ₈6，000  ₇6．44  46  31₉，10₇  ₉1．₇5  0  0  0．00 
今 治 0  0  0．00  11  ₈₈，500  31．55  56  442，316  ₇5．64  4  3₉，₈63  ₇．₇4 
西 条 0  0  0．00  ₇  21，000  13．10  ₇3  252，026  ₈1．52  0  0  0．00 
鳴 門 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  ₇，000  ︲︲︲︲︲ 1  6，₉1₇  ︲︲︲︲︲ 0  0  0．00 

計 ₁  ₁，₆₀₀  ₁．₃₆  ₇₅  ₆₆₁，₂₀₀  ₇₁．₆₅  ₃₂₀  ₂，₄₅₃，₆₆₀  ₈₂．₂₈  ₆  ₄₄，₄₂₃  ₁．₅₇ 

阿波 松 山 0  0  ︲︲︲︲︲ ₇  102，000  146．₉₇  41  346，₉32  ₈1．51  2  3₇，₈2₉  ₉．61 
藍 住 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  0．00  2  25，612  ₇₈．11  0  0  0．00 
鳴 門 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  20，000  ︲︲︲︲︲ 2  43，₇12  130．21  0  0  0．00 

計 ₀  ₀  ︲︲︲︲︲ ₈  ₁₂₂，₀₀₀  ₁₄₄．₅₅  ₄₅  ₄₁₆，₂₅₆  ₈₄．₁₇  ₂  ₃₇，₈₂₉  ₈．₂₈ 

広島 松 山 2  4，000  6．35  1₉  22₈，000  56．₇₉  105  1，0₈1，244  ₈0．04  ₇  1₇，4₈3  1．51 
今 治 0  0  0．00  25  215，300  ₈1．₈₉  113  535，1₉3  6₇．00  0  0  0．00 
伊予西条 0  0  0．00  24  120，500  61．26  ₇₇  33₇，2₉₉  ₇₉．41  1  4，₉22  1．31 
新 居 浜 2  6，₉50  231．6₇  ₉  5₈，₈50  6₇．41  44  410，136  ₇1．₉6  0  0  0．00 
三 島 0  0  ︲︲︲︲︲ ₉  ₇2，000  41．5₇  ₈5  422，₈06  ₇4．04  0  0  0．00 
川 之 江 0  0  ︲︲︲︲︲ 3  50，500  ︲︲︲︲︲ 15  4₇，64₈  55．25  0  0  0．00 
因 島 0  0  ︲︲︲︲︲ 2  10，000  6．13  4  140，120  ₈₇．31  0  0  0．00 
木 江 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  1，500  ︲︲︲︲︲ 2  2，₉11  ₈3．4₈  0  0  0．00 

計 ₄  ₁₀，₉₅₀  ₁₂．₉₄  ₉₂  ₇₅₆，₆₅₀  ₅₈．₉₀  ₄₄₅  ₂，₉₇₇，₃₅₆  ₇₅．₀₈  ₈  ₂₂，₄₀₅  ₀．₆₆ 

中国 川 之 江 0  0  ︲︲︲︲︲ 5  156，000  1，41₈．1₈  14  205，261  163．03  0  0  0．00 
計 ₀  ₀  ︲︲︲︲︲ ₅  ₁₅₆，₀₀₀  ₁，₄₁₈．₁₈  ₁₄  ₂₀₅，₂₆₁  ₁₅₈．₀₁  ₀  ₀  ₀．₀₀ 

山口 松 山 0  0  0．00  ₉  240，000  135．5₉  3₉  60₈，₉45  ₉3．₇2  1  3，413  0．55 
今 治 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  ₉₈4  ₉．₉0  0  0  0．00 
尾 道 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  2，652  56．₉6  0  0  0．00 

計 ₀  ₀  ₀．₀₀  ₉  ₂₄₀，₀₀₀  ₁₃₅．₅₉  ₄₁  ₆₁₂，₅₈₁  ₉₂．₂₁  ₁  ₃，₄₁₃  ₀．₅₄ 

西日本 広 島 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 2  ₈，06₇  ₉4．₈6  0  0  0．00 
計 ₀  ₀  ︲︲︲︲︲ ₀  ₀  ︲︲︲︲︲ ₂  ₈，₀₆₇  ₉₄．₈₆  ₀  ₀  ₀．₀₀ 

愛媛 本 店 15  66₇，500  465．16  134  2，₈4₈，₈00  120．₉₇  415  4，5₉4，₉4₈  ₉1．53  ₇  21，6₉5  0．4₇ 
中央市場 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  1，500  0．₉₇  ₉  136，₇36  ₉2．₈0  0  0  0．00 
水産市場 0  0  ︲︲︲︲︲ 3  13，000  260．00  ₉  41，556  ₈0．2₉  0  0  0．00 
末 広 町 ₉  31，000  356．32  53  323，400  13₇．₈2  136  ₇15，₉14  ₉6．66  1  4，5₈₈  0．64 
大 街 道 6  ₇0，550  2₈₇．₉6  56  50₈，250  ₇₈．42  23₉  1，4₉2，₉51  102．52  3  ₉，₇34  0．66 
道 後 ₇  53，100  40₈．46  34  246，500  100．3₇  112  ₈3₉，4₉5  ₉₉．61  1  ₇₈6  0．0₉ 
本 町 3  11，000  33．33  2₉  265，000  ₉6．05  146  ₇26，₉4₈  ₉0．54  1  2，654  0．35 
三 津 浜 6  31，000  4₈．44  4₉  46₉，300  13₈．11  122  ₇1₇，₉₉1  ₉₇．1₉  1  333  0．05 
立 花 1  5，000  12．05  2₈  1₇₈，3₉0  60．53  124  630，214  ₈₉．10  1  1，645  0．26 
久 米 10  6₈，600  21₇．₇₈  ₇1  65₈，360  162．36  165  1，0₉4，130  10₈．2₈  1  1，454  0．14 
余 戸 6  ₈3，000  3₇₇．2₇  4₈  46₈，₉00  124．33  126  ₉₉₈，₈24  104．₈4  2  33，2₈4  3．31 
鴨 川 4  45，₉00  ₇4．3₉  61  3₇2，2₉0  132．30  14₇  ₈14，1₇0  103．₇1  0  0  0．00 
中 央 通 2  10，000  12．66  35  46₇，₉00  ₉₉．24  ₉₇  ₈30，640  11₇．2₉  0  0  0．00 
古 川 5  50，500  256．35  54  3₉2，150  1₈0．46  141  ₇0₉，436  10₉．25  5  3₈，₈₉3  5．₇₈ 
桑 原 1  5，000  2₇．1₇  25  120，₇00  ₈4．41  ₇5  2₇₉，₇12  104．14  1  502  0．1₉ 
森 松 3  13，500  42．06  66  6₇₈，400  212．46  1₉6  1，40₇，014  ₉4．6₈  0  0  0．00 
空 港 通 ₉  52，₇00  23₉．55  45  3₇6，000  1₇3．6₇  13₉  ₇24，₇62  11₇．00  1  1，364  0．21 
石 井 14  55，₉₈0  311．00  ₇5  5₇2，5₇0  144．₉₉  1₈₉  1，36₈，₈₈₇  10₈．2₈  2  5，₈13  0．44 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

201₉ 年 3 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛 雄 郡 3  ₈，000  ₉1．₉5  33  205，₇00  134．2₇  ₈3  466，4₇4  ₉₈．16  2  43，2₈₉  10．06 
重 信 2  ₇，000  140．00  2₇  13₉，600  ₉0．4₈  101  352，22₈  ₉4．66  2  6，52₇  1．₇5 
郡 中 1  3，000  ₇5．00  31  434，₈00  215．₇₈  ₈6  654，425  104．₈3  4  23，₉00  3．65 
久 万 1  3，000  200．00  11  ₇₈，500  221．13  33  136，0₇₉  12₉．23  0  0  0．00 
北 条 5  1₇，000  ₇₇．2₇  5₇  42₉，300  12₇．65  123  6₈2，04₇  11₈．4₈  2  ₉，513  1．52 
川 之 江 2  33，000  106．45  23  320，000  331．61  ₈4  565，533  100．6₇  0  0  0．00 
三 島 0  0  0．00  2₇  234，500  ₉0．3₇  ₉5  564，040  105．22  0  0  0．00 
新 居 浜 5  ₈1，500  65．₇3  ₇5  636，₉00  ₇4．3₉  1₈₈  1，4₉3，541  ₉4．1₇  3  ₉，342  0．62 
新居浜東 4  ₈，300  4．64  35  1₈5，660  41．44  103  62₈，231  104．2₇  0  0  0．00 
泉 川 4  6₇，000  3₈₇．2₈  35  24₇，₈00  10₇．0₇  ₈₉  436，3₉3  112．22  0  0  0．00 
西 条 ₉  122，500  1₈3．3₈  60  631，600  100．02  244  1，51₉，₇65  ₉₇．63  0  0  0．00 
氷 見 2  11，000  220．00  ₉  5₈，500  12₈．5₇  51  164，2₇1  104．6₈  1  3，033  1．₉2 
壬 生 川 1  2，000  40．00  25  24₈，650  153．02  ₇₉  400，0₉0  106．6₇  1  2，₇05  0．6₇ 
丹 原 3  35，000  3₉2．₈2  1₇  ₈5，6₉0  ₉4．26  ₈6  2₉4，₉₉3  ₉4．62  0  0  0．00 
今 治 ₉  65，000  53．2₈  ₇₈  410，660  ₇₉．1₇  25₇  1，3₈4，₉54  ₈₇．44  2  ₈，54₉  0．60 
旭 町 5  2₇，000  10₈．00  63  541，250  126．11  155  ₈34，522  120．12  5  6，₉03  0．₉0 
波 止 浜 3  63，000  2₉3．02  36  2₈1，₇00  102．01  105  5₇₈，342  ₉2．₉5  1  2，₈53  0．50 
伯 方 6  22，000  440．00  24  204，200  151．26  ₇6  463，50₉  ₉₈．₈0  1  113  0．02 
弓 削 0  0  ︲︲︲︲︲ 5  14，000  40．00  2₇  10₉，203  ₈0．5₉  0  0  0．00 
菊 間 2  33，000  1₉₇．60  ₇  55，₈00  16₇．5₇  24  ₈₇，630  1₉0．21  1  2₇₉  0．4₈ 
吉 海 0  0  ︲︲︲︲︲ 13  6₇，000  ₇0．6₈  40  14₉，₈1₈  100．₉₉  0  0  0．00 
長 浜 1  5，000  166．6₇  ₉  ₈3，000  4₇．56  3₉  20₈，660  ₈2．03  0  0  0．00 
内 子 1  500  6．25  21  136，100  32₇．₉5  ₇3  403，₈44  ₇1．15  0  0  0．00 
大 洲 5  ₇0，000  1₇5．00  ₇₇  ₈22，5₈0  436．50  1₉4  1，212，34₈  1₉1．55  1  1，466  0．16 
八 幡 浜 1  5，000  2．₇0  4₉  550，300  ₉3．₇5  124  1，032，322  115．20  0  0  0．00 
三 瓶 2  ₈0，000  ︲︲︲︲︲ ₉  122，000  ₇3．4₉  35  231，61₉  64．20  0  0  0．00 
川 之 石 0  0  0．00  6  ₇2，400  155．03  23  122，22₉  ₈5．4₇  0  0  0．00 
野 村 0  0  0．00  16  162，000  13₉．06  42  2₉1，36₉  135．42  0  0  0．00 
卯 之 町 2  52，000  226．0₉  23  16₈，3₈0  52．21  10₉  ₇33，₈20  ₉5．20  0  0  0．00 
宇 和 島 6  6₉，000  ₉0．20  46  621，400  102．52  1₇0  1，504，5₇₉  ₉5．₇4  3  13，₇3₉  0．₉1 
近 永 2  ₇，500  ₉．3₈  21  1₈₇，₇00  63．11  ₇1  5₇₈，431  ₉₇．₇₈  0  0  0．00 
吉 田 3  ₈，500  ₇₇．2₇  13  155，100  1₇0．44  56  2₈5，40₉  134．₇5  0  0  0．00 
岩 松 0  0  0．00  13  46，000  60．3₇  4₇  125，2₇₉  101．₉0  0  0  0．00 
城 辺 4  1₈，100  43．10  20  133，200  ₈2．₉4  65  33₈，₉3₇  105．46  1  5，462  1．₈0 
宇和島南 2  10，000  100．00  6  3₈，000  3₇．44  55  1₇4，0₇1  ₈1．₉₉  0  0  0．00 
見 奈 良 0  0  0．00  1₉  121，300  ₈4．12  62  30₉，105  105．43  2  3，₈66  1．33 
今 治 東 2  10，000  62．50  1₈  10₉，500  ₉1．₉4  ₇1  2₇5，16₇  ₉3．₇₉  2  45，46₉  15．50 
湯 築 1  2，500  142．₈6  5  33，000  1，₈₈5．₇1  1₉  4₇，4₉₇  ₉4．32  0  0  0．00 
松山駅前 3  35，000  350．00  2₉  130，400  1₇3．5₇  6₇  23₈，566  124．₈0  0  0  0．00 
味 生 3  11，400  ︲︲︲︲︲ 16  ₈5，400  6₉．3₇  52  1₈₉，3₈4  101．0₈  0  0  0．00 
松 末 3  5，000  35．46  41  2₇5，400  1₉₇．42  ₈₉  422，₉₉2  112．33  1  460  0．11 
中 萩 1  30，000  44．₇₈  26  15₇，150  ₈₈．04  ₉0  32₉，6₇₉  102．22  0  0  0．00 
日 高 4  2₉，500  154．45  26  202，₈00  3₈0．4₉  ₈1  36₈，0₇1  10₈．50  0  0  0．00 
三津浜東 0  0  ︲︲︲︲︲ ₈  26，200  342．4₈  23  36，12₉  ₈5．₈1  0  0  0．00 
金 生 3  ₈，000  21．62  34  235，₉00  123．44  ₉1  435，0₈₈  123．24  0  0  0．00 
中 之 庄 2  20，000  ︲︲︲︲︲ 15  113，500  145．₈₉  4₇  1₉6，₈44  106．₉2  0  0  0．00 
飯 岡 0  0  0．00  1₈  105，₇00  ₉₇．2₉  35  123，6₈5  ₇6．₈₇  0  0  0．00 
川 内 0  0  0．00  20  122，₇00  56．23  ₇0  401，₉4₉  ₉₇．0₉  0  0  0．00 
桜 井 3  16，000  ₇2．₇3  1₇  131，₉00  113．₉0  54  21₇，₉₈₇  103．25  0  0  0．00 
松 前 3  24，000  32．43  2₉  220，200  102．56  ₈1  545，₉51  ₉₉．16  2  16，631  3．11 
姫 原 1  3，000  54．55  4  16，6₉0  202．₇₉  20  42，₉5₇  114．0₈  0  0  0．00 
土 居 1  6，000  ︲︲︲︲︲ 1₉  12₈，500  13₈．1₇  62  266，₇34  104．52  0  0  0．00 
砥 部 2  ₇，000  ₇0．00  21  164，000  ₉0．₉6  60  3₈₈，063  ₈₈．6₈  3  5₉，145  14．63 
来 住 3  ₇，000  ︲︲︲︲︲ 32  11₉，350  6₇．66  101  430，305  ₈₈．13  0  0  0．00 
大 阪 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  1₈，1₈6  ₈0．₈₉  0  0  0．00 
と き わ 0  0  ︲︲︲︲︲ 2  3，000  120．00  3  4，604  1₈4．16  0  0  0．00 

計 ₂₃₂  ₂，₄₀₂，₆₃₀  ₁₀₈．₆₀  ₂，₂₈₆  ₂₀，₂₇₃，₉₇₀  ₁₁₃．₈₃  ₆，₉₉₈  ₄₂，₆₂₂，₂₇₅  ₁₀₀．₈₄  ₆₇  ₃₈₅，₉₉₀  ₀．₉₃ 
※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

201₉ 年 3 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

高知 松 山 0  0  0．00  ₈  ₉0，000  103．45  2₉  30₇，1₇5  ₉₈．₇6  1  5，5₉0  1．₈₉ 
今 治 1  1，000  ︲︲︲︲︲ 2  11，000  4₇．₈3  1₉  ₉2，24₉  ₈0．34  0  0  0．00 
新 居 浜 0  0  ︲︲︲︲︲ ₉  50，000  23₈．10  33  1₇6，₉31  ₇₇．12  1  10，625  5．3₈ 
八 幡 浜 0  0  ︲︲︲︲︲ 2  31，000  2₈．31  12  125，2₇3  ₇₇．4₉  4  44，0₈4  26．₈₇ 
宇 和 島 ₇  ₇1，500  ︲︲︲︲︲ 1₇  12₇，500  ₉₈0．₇₇  43  156，45₈  111．14  0  0  0．00 
城 辺 0  0  0．00  3  11，000  21．36  24  111，₉₉1  ₇₉．34  0  0  0．00 

計 ₈  ₇₂，₅₀₀  ₂₁₉．₇₀  ₄₁  ₃₂₀，₅₀₀  ₁₀₅．₀₈  ₁₆₀  ₉₇₀，₀₇₇  ₈₈．₂₈  ₆  ₆₀，₂₉₉  ₅．₈₉ 

徳島 松 山 3  15，500  6₇．3₉  10  2₈3，000  1，05₇．₉4  21  422，₇₇₇  203．3₉  0  0  0．00 
今 治 3  1₈，500  14．₉2  21  1₈5，000  52．04  ₉3  603，03₈  ₈2．13  0  0  0．00 
池 田 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  0．00  1  6，160  ₈₉．22  0  0  0．00 

計 ₆  ₃₄，₀₀₀  ₂₃．₁₃  ₃₁  ₄₆₈，₀₀₀  ₁₂₀．₁₁  ₁₁₅  ₁，₀₃₁，₉₇₅  ₁₀₈．₇₄  ₀  ₀  ₀．₀₀ 

香川 松 山 2  22，000  ︲︲︲︲︲ 36  4₉4，000  165．4₉  ₈4  ₉34，250  126．0₉  ₈  44，043  5．54 
松 山 西 1  4₈0  16．00  1₈  223，4₈0  1₇1．12  3₈  36₇，051  ₉3．43  1  2，660  0．₇5 
今 治 5  4₇，000  5₈₇．50  46  335，500  ₈₉．4₇  11₇  ₇25，016  ₉0．₇4  0  0  0．00 
西 条 1  1，000  33．33  22  1₉5，₉00  1₇₇．2₉  66  40₇，₉₇1  104．54  0  0  0．00 
新 居 浜 3  3₉，500  65₈．33  3₇  2₇1，₈00  143．43  ₉6  ₇00，643  102．42  0  0  0．00 
三 島 0  0  ︲︲︲︲︲ 6  ₇5，000  65．22  44  250，1₉6  ₇4．₉₈  2  35，0₈₇  11．₈5 
川 之 江 0  0  ︲︲︲︲︲ ₈  2₉，500  23．₇₉  62  5₉0，22₈  ₈₈．1₈  0  0  0．00 
大 洲 1  5，000  ₇6．₉2  45  445，400  22₇．₈3  ₇3  55₉，45₈  225．3₉  1  14，33₉  3．3₇ 
八 幡 浜 2  ₈，000  ︲︲︲︲︲ 13  10₉，000  265．₈5  2₇  146，0₇0  133．35  0  0  0．00 
宇 和 島 1  5，000  50．00  24  34₇，000  132．44  ₇1  50₇，₇04  116．65  0  0  0．00 
岩 松 0  0  0．00  3  42，000  525．00  15  ₉₉，15₉  ₉4．52  0  0  0．00 
観音寺東 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  2，000  ︲︲︲︲︲ 1  1，₉66  ︲︲︲︲︲ 0  0  0．00 

計 ₁₆  ₁₂₇，₉₈₀  ₃₂₄．₀₀  ₂₅₉  ₂，₅₇₀，₅₈₀  ₁₃₈．₉₈  ₆₉₄  ₅，₂₈₉，₇₁₂  ₁₀₇．₇₈  ₁₂  ₉₆，₁₃₀  ₁．₉₂ 

もみじ 福 山 東 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  0．00  1  1，5₉2  ₈4．6₈  0  0  0．00 
因 島 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  10，000  100．00  2  10，₇₈0  665．43  0  0  0．00 

計 ₀  ₀  ︲︲︲︲︲ ₁  ₁₀，₀₀₀  ₈₃．₃₃  ₃  ₁₂，₃₇₂  ₃₅₀．₀₈  ₀  ₀  ₀．₀₀ 

愛媛信用 本 店 5  1₇，000  5₈．62  45  2₇1，₇00  111．40  146  604，₈0₉  112．35  2  5，550  0．₉6 
城 東 0  0  0．00  14  110，₈20  135．₈1  56  213，1₇₈  10₉．50  0  0  0．00 
松山本町 3  ₉₈，000  ︲︲︲︲︲ 22  254，200  155．5₇  ₇5  324，5₈4  114．1₈  0  0  0．00 
道 後 3  ₉，300  64．14  16  3₈，100  56．61  5₈  16₈，6₈₇  ₇₇．3₉  1  3，6₇4  2．04 
東環束本 3  ₉，000  112．50  1₈  ₈3，000  ₉3．11  ₇4  256，522  ₈5．55  3  36，250  14．24 
久 米 6  45，600  ₉12．00  66  564，₉₈0  143．36  146  ₈₉6，602  130．30  1  2，₇66  0．35 
潮 見 1  5，000  ︲︲︲︲︲ 1₉  124，000  10₈．₇₇  61  334，₇₈1  ₉5．₈1  0  0  0．00 
余 戸 3  10，000  250．00  15  50，100  36．₉2  44  215，615  ₈₈．₉₈  0  0  0．00 
中 央 通 1  1，500  21．43  16  52，6₈0  116．06  3₈  ₉6，1₉1  ₇3．53  0  0  0．00 
石 井 3  24，000  141．1₈  32  16₉，000  ₇5．₈₇  123  614，164  ₉3．13  2  6，052  0．₉6 
平 井 2  ₇，6₈0  51．20  25  136，2₈0  ₈5．62  ₇₇  2₉₉，040  101．51  0  0  0．00 
斉 院 3  36，000  4₈0．00  13  101，500  1₇0．5₉  42  150，001  ₉2．36  0  0  0．00 
土 居 田 3  ₉，000  204．55  11  40，₉00  102．25  54  126，665  ₇₇．₈₇  1  4，236  3．01 
立 花 2  32，₇50  ₈1₈．₇5  14  ₉₉，450  102．₇0  45  212，266  ₉₇．4₇  1  633  0．30 
砥 部 2  35，000  132．0₈  32  236，₉00  ₈6．46  ₈₉  366，₉2₉  ₉2．₈3  0  0  0．00 
横 河 原 1  1，000  ︲︲︲︲︲ 14  ₈2，300  1₇1．46  40  115，363  101．56  0  0  0．00 
久 万 0  0  ︲︲︲︲︲ 5  ₇4，000  63．25  1₇  115，33₇  103．2₉  0  0  0．00 
今 治 ₇  63，200  6₈₉．₉6  ₇1  5₈1，0₉0  ₉4．03  23₉  1，361，6₉2  112．23  0  0  0．00 
常 盤 町 2  ₈，000  ₈0．00  21  ₉₉，₈00  ₈₈．24  ₉2  2₈₉，314  ₉5．5₉  1  203  0．0₇ 
鳥 生 1  5，000  12．50  23  2₉₉，060  135．63  ₇0  4₉4，₈54  121．₇₈  1  1，1₇5  0．2₇ 
波 止 浜 1  1，000  ︲︲︲︲︲ 2₇  3₇2，023  46₇．₉5  ₇4  6₉4，₇₉1  133．₈6  0  0  0．00 
喜 田 村 1  ₉，000  52．₉4  3₈  230，600  111．40  102  3₉6，6₈2  101．65  0  0  0．00 
壬 生 川 4  31，000  ︲︲︲︲︲ 24  224，₇00  210．₈₉  ₇₉  362，132  113．₈₈  0  0  0．00 
丹 原 0  0  ︲︲︲︲︲ ₇  34，500  160．4₇  25  106，15₈  ₉₇．45  0  0  0．00 
菊 間 0  0  ︲︲︲︲︲ 10  41，000  110．13  25  66，0₇2  10₈．3₉  0  0  0．00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

201₉ 年 3 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛信用 大 西 1  1，300  ︲︲︲︲︲ 16  ₉6，300  121．2₈  5₉  20₉，4₉₉  ₉₇．12  0  0  0．00 
八 幡 浜 1  2，000  16．6₇  30  15₉，1₈0  ₇4．6₈  ₉5  46₇，4₈₇  ₉1．41  0  0  0．00 
江 戸 岡 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  0．00  6  6，45₉  66．₇6  0  0  0．00 
大 洲 3  15，600  144．₉₈  30  21₇，4₇0  ₇₈3．3₉  65  34₇，₇32  164．₈₉  0  0  0．00 
野 村 0  0  ︲︲︲︲︲ ₉  32，₇00  102．51  23  ₉₈，₉64  ₉₉．62  0  0  0．00 
宮 西 2  6，000  ︲︲︲︲︲ 15  41，₉60  56．₇0  40  ₉3，₈55  ₇4．5₉  0  0  0．00 
今治立花 0  0  0．00  0  0  0．00  1₉  26，504  16．50  0  0  0．00 
朝 生 田 1  3，000  15．₇₉  13  ₈₉，₇00  122．₈₈  45  1₉₇，646  114．66  0  0  0．00 
川 内 0  0  0．00  ₈  121，3₇0  1₇2．65  35  240，3₈2  114．44  0  0  0．00 
とべ中央 1  1，000  12．12  31  124，400  ₇4．6₈  112  365，22₈  100．6₉  0  0  0．00 
垣 生 1  2，200  5．₇₉  16  5₇，620  54．32  ₇3  325，₈₈₇  ₉2．2₈  0  0  0．00 
雄 郡 0  0  0．00  2₇  1₈0，000  1₇₈．5₇  ₈0  2₉₈，₉33  112．16  1  2，₇22  1．02 
和 泉 2  11，₉50  125．₇₉  36  156，₇₇0  146．3₈  106  31₉，014  106．₉2  2  2，663  0．₈₇ 
港 南 0  0  0．00  1  2，000  2．4₈  11  ₇3，51₉  ₈0．1₉  0  0  0．00 
郡 中 0  0  0．00  36  124，100  111．₇5  104  2₇2，₇55  106．20  1  ₈3₉  0．32 
松 前 0  0  ︲︲︲︲︲ 10  ₇₇，200  1，102．₈6  32  143，333  134．4₈  0  0  0．00 
北 条 0  0  0．00  1₇  ₈3，₉00  146．42  46  133，344  121．₉5  0  0  0．00 
溝 辺 1  1，400  46．6₇  15  ₇3，₈00  ₉0．₇₇  6₇  212，66₈  ₈₈．06  0  0  0．00 
三 津 浜 5  ₈，060  ₉4．₈2  32  11₉，₇60  ₇₈．₉₈  ₉0  25₈，254  100．06  1  4，₇55  1．₉4 
味 生 1  1，500  ︲︲︲︲︲ 15  ₈3，000  144．10  3₇  114，601  121．₇₈  0  0  0．00 
西 条 3  52，000  433．33  31  266，₇00  300．51  ₉3  422，₈1₈  ₉4．05  0  0  0．00 
新 居 浜 ₇  23，500  16₇．₈6  43  322，₇40  13₇．₇5  120  53₉，₈50  11₉．₈6  1  4，2₇5  0．₈6 
き し 1  ₉，000  4₇．6₉  43  1₈0，0₈0  113．53  104  34₇，₇₉₇  116．33  1  1，01₈  0．32 
中 萩 2  ₈，1₈0  10₉．0₇  2₉  ₉1，010  104．01  ₇5  211，43₈  10₉．63  0  0  0．00 
三 島 0  0  0．00  11  ₇4，200  60．0₈  2₉  160，312  100．51  0  0  0．00 
川 之 江 3  3，500  ︲︲︲︲︲ 14  3₈，000  ₉0．6₉  40  ₉1，₈0₉  10₈．05  0  0  0．00 

計 ₉₂  ₆₀₈，₂₂₀  ₁₂₃．₂₄  ₁，₁₂₆  ₇，₁₈₆，₆₄₃  ₁₁₆．₂₀  ₃，₄₉₇  ₁₄，₈₆₂，₅₁₇  ₁₀₄．₈₆  ₂₀  ₇₆，₈₁₁  ₀．₅₄ 

川之江 本 店 0  0  0．00  ₈  ₇5，200  ₇0．₉4  30  1₇5，41₈  ₉4．5₇  1  2，3₇1  1．36 
上 分 1  5，000  50．00  11  126，500  1₉6．12  31  1₉4，601  102．₈2  0  0  0．00 
三 島 0  0  ︲︲︲︲︲ 2  13，000  216．6₇  15  42，5₉0  ₈6．2₈  1  ₉24  1．₉₇ 

南 0  0  ︲︲︲︲︲ 6  ₇₉，500  1₉1．5₇  2₈  210，5₇2  111．₈1  1  ₈，₇60  4．1₈ 
東 1  5，000  ︲︲︲︲︲ 3  14，000  3₇．₈4  1₇  64，02₇  ₈1．₇5  0  0  0．00 
西 2  10，000  ︲︲︲︲︲ 11  5₉，000  ₈₈．₇2  25  12₈，2₈₈  105．00  0  0  0．00 
計 ₄  ₂₀，₀₀₀  ₆₄．₅₂  ₄₁  ₃₆₇，₂₀₀  ₁₁₄．₂₁  ₁₄₆  ₈₁₅，₄₉₆  ₁₀₀．₃₁  ₃  ₁₂，₀₅₅  ₁．₄₅ 

東予信用 本 店 1  2，000  20．00  1₇  6₇，300  4₈．42  6₈  244，450  ₉6．60  1  635  0．26 
泉 川 0  0  0．00  ₈  31，500  10₈．62  2₇  ₉3，₉02  ₉₇．11  0  0  0．00 
川 東 5  25，100  ₈36．6₇  1₇  102，100  115．63  45  25₉，₈₇5  10₇．62  0  0  0．00 
三 島 0  0  0．00  13  40，000  ₇₇．3₇  41  133，652  ₉₉．62  0  0  0．00 
寒 川 5  1₉，000  ︲︲︲︲︲ 15  51，000  136．00  3₇  ₈0，₉₈4  65．₇₈  3  46，₇5₈  43．₉6 
西 条 1  5，000  ︲︲︲︲︲ 13  5₉，5₉0  125．45  34  11₈，23₈  11₉．11  0  0  0．00 
小 松 1  1，₇00  ︲︲︲︲︲ 15  55，300  1，3₈2．50  32  ₈1，1₈5  126．2₇  1  ₉6₈  1．30 
中 萩 0  0  0．00  ₈  1₉，₉00  6₇．00  22  4₇，402  105．56  0  0  0．00 
喜 多 川 0  0  ︲︲︲︲︲ 3  ₉，000  60．00  10  22，311  ₈5．₈₇  0  0  0．00 
新居浜駅 0  0  0．00  6  2₈，₇00  50．35  20  ₈5，31₇  6₈．6₈  1  5，441  5．6₉ 

計 ₁₃  ₅₂，₈₀₀  ₇₄．₃₇  ₁₁₅  ₄₆₄，₃₉₀  ₉₃．₁₂  ₃₃₆  ₁，₁₆₇，₃₁₅  ₉₆．₇₀  ₆  ₅₃，₈₀₂  ₄．₅₅ 

宇和島 本 店 2  4，500  12．4₇  46  2₈4，₇00  144．31  1₇₇  61₉，024  103．04  3  46，4₇4  ₇．63 
恵美須町 4  13，500  2₇0．00  23  11₈，300  103．32  ₉2  353，₇1₉  ₉0．04  2  13，50₇  3．5₉ 
新 橋 6  30，₈00  163．₈3  34  144，₇00  1₉₈．₇6  ₇₇  23₉，₉54  130．4₈  0  0  0．00 
城 南 2  10，000  100．00  10  41，500  116．₉0  36  ₇3，603  11₇．36  0  0  0．00 

来 3  11，300  2₇5．61  12  ₈3，₇00  13₇．55  51  1₈0，361  12₉．34  0  0  0．00 
泉 町 0  0  0．00  3  12，₇50  32．₈6  40  ₈₈，302  66．20  2  ₉，₉26  ₉．21 
吉 田 1  1，300  40．63  2₈  1₇₉，140  ₈14．2₇  42  1₈₈，₈21  44₈．23  0  0  0．00 
南 宇 和 3  2₇，000  ︲︲︲︲︲ 25  206，₉00  530．51  42  2₉₇，₉1₉  13₇．21  3  1₈，₇55  ₇．56 
三 間 0  0  0．00  11  40，₉00  ₉5．12  36  113，315  111．30  0  0  0．00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

201₉ 年 3 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

宇和島 卯 之 町 2  21，000  135．4₈  15  ₉3，₉₉0  103．₈6  44  226，₉₈4  11₇．32  0  0  0．00 
計 ₂₃  ₁₁₉，₄₀₀  ₁₁₂．₄₄  ₂₀₇  ₁，₂₀₆，₅₈₀  ₁₆₈．₉₃  ₆₃₇  ₂，₃₈₂，₀₀₀  ₁₁₅．₂₀  ₁₀  ₈₈，₆₆₂  ₄．₀₀ 

観音寺 四国中央 1  3，000  ︲︲︲︲︲ 14  116，600  440．00  1₉  135，2₈6  40₇．₈3  0  0  0．00 
計 ₁  ₃，₀₀₀  ︲︲︲︲︲ ₁₄  ₁₁₆，₆₀₀  ₄₄₀．₀₀  ₁₉  ₁₃₅，₂₈₆  ₄₀₇．₈₃  ₀  ₀  ₀．₀₀ 

商工中金 松 山 0  0  0．00  ₇  51，3₉1  ₇3．00  3₉  252，0₇5  ₈₉．₇₉  1  15，610  5．6₉ 
高 松 0  0  0．00  0  0  0．00  1  1₇，351  44．3₈  0  0  0．00 

計 ₀  ₀  ₀．₀₀  ₇  ₅₁，₃₉₁  ₅₆．₈₅  ₄₀  ₂₆₉，₄₂₆  ₈₄．₂₄  ₁  ₁₅，₆₁₀  ₅．₃₃ 

単一農協 愛媛南農 0  0  ︲︲︲︲︲ 2  6，5₇0  131．40  4  10，515  11₈．32  0  0  0．00 
越智今農 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  2，000  ︲︲︲︲︲ 4  3，₇05  10₈．02  0  0  0．00 
中央農協 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  5，053  ₇5．00  0  0  0．00 
たいき農 0  0  ︲︲︲︲︲ 1  5，000  ︲︲︲︲︲ 0  0  ︲︲︲︲︲ 0  0  0．00 

計 ₀  ₀  ︲︲︲︲︲ ₄  ₁₃，₅₇₀  ₂₇₁．₄₀  ₉  ₁₉，₂₇₃  ₁₀₁．₁₅  ₀  ₀  ₀．₀₀ 

総合計 ₅₉₉ ₆，₁₄₂，₀₂₄ ₁₀₀．₈₀  ₆，₂₆₂ ₅₈，₉₈₉，₄₄₈ ₁₀₉．₃₈  ₂₁，₄₆₉ ₁₄₆，₅₈₉，₁₇₉ ₉₆．₄₈  ₂₁₉ ₁，₇₅₉，₉₀₀ ₁．₂₀ 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

201₉ 年 3 月分 （単位：千円）
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1. 一般保証（※別枠保証併用制度も含む）

① 一般・提携及び統一制度
制　　度　　名 対　　象 資金

使途
保証限度額（万円）

（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保証期間 担保及び保証人の徴求
上段：担保　下段：保証人

一
　
　
般
　
　
保
　
　
証

₁ 普 　 通 　 保 　 証 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　　　　

・特定非営利活動法人　2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000

15年以内
︵特別20年以内︶

必要に応じ徴求

設備 15年以内
︵特別20年以内︶

必要に応じ徴求

₂ 特 別 小 口 保 証 小 規 模 企 業 者
運転 個人・会社・組合　　　　　

・特定非営利活動法人   2，000
5 年以内 徴求しない

設備 ₇ 年以内 徴求しない

₃ 小 口 保 証 小 企 業 者 運転
設備

個人・会社・組合　　　　　
・特定非営利活動法人  00，050 3 年以内

原則として徴求しない

必要に応じ徴求

₄ 風 俗 営 業 飲 食 業 保 証 中 小 企 業 者 運転
設備

個人・会社　　　　　　2，000
※協調融資先である日本政策金融公庫の
貸付金額以内

₇ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

₅ 手形（でんさい）割引根保証 中 小 企 業 者 運転
個人・会社　　　　　　　　
・特定非営利活動法人　2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000
2 年以内

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

₆ 手 形 貸 付 根 保 証 中 小 企 業 者 運転 個人・会社・組合　　　　　
・特定非営利活動法人   5，000 1 年以内

原則として徴求

必要に応じ徴求

₇ 中 小 企 業 金 融 円 滑 化 保 証
（ ス ム ー ズ 8 0 0 0 ）

県内に住所を有し、保証対象業種に
属する事業を営む中小企業者であ
り、金融機関の企業評価「自己査定」
において原則「正常先」の先

運転 個人・会社・組合　　  ₈，000
₇年以内

（但し、一括返済は1年以内。
また、経営安定関連保証を併
用する場合は10年以内）

徴求しない

原則として徴求しない
（法人は原則として代表者のみ徴
求するが、申込人が希望し、協会
における保証料率区分が第 7 区分
から第 9 区分の場合に限り不要）

₈ 小 口 連 携 保 証
（ ト ラ イ ア ン グ ル 1000）

県内に住所を有し、保証対象業種に
属する事業を営む会社・個人（確定
申告先）で商工団体が推薦する先で
あり、所定の資格要件を満たす先

運転 運転については月商の 2 ヶ月が
上限 500
※所定の資格要件を満たす先については
1，000

5 年以内 徴求しない

設備 ₇ 年以内 原則として徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

提
　
　
　
　
　
携
　
　
　
　
　
保
　
　
　
　
　
証

₉ 優 良 ラ ン ク 保 証
（ バ リ ュ ー 5 0 0 0 ）

県内に本店を有し、経営内容が良好
であり、かつ今後も経営の向上が見
込まれる会社及び医療法人で、所定
の資格要件を満たす先

運転 会社　　　　　　　　  
5，000（医療法人を含む） 15 年以内

徴求しない

原則代表者 1 名

₁₀ 優 良 ラ ン ク 保 証 Ⅱ
（ グ ッ ド 3 0 0 0 ）

県内に本店を有し、小規模であるが
財務内容が健全な会社及び医療法人
で、所定の資格要件を満たす先

運転 会社　　　　　　　　  
3，000（医療法人を含む） 15 年以内

徴求しない

原則代表者 1 名

₁₁ 優 良 ラ ン ク 保 証 Ⅲ
（ フ ァ イ ン 1 0 0 0 ）

県内に事業所を有し、財務内容が健
全な個人事業者で、所定の資格要件
を満たす先

運転 個人　　　　　　　　  1，000 15 年以内
徴求しない

原則として徴求しない

₁₂ 地 域 産 業 応 援 保 証
（ す ご サ ポ ）

愛媛県が作成するデータベース（「ス
ゴ技」「すご味」「すごモノ」「スゴ
Ven.」）に掲載されている中小企業者

運転
個人・会社・組合
・特定非営利活動法人   1，000

※但し、月商の 2 ヶ月が上限

10 年以内
（但し、一括返済は 1 年以内。）

必要に応じ徴求

原則代表者 1 名

₁₃ 事 業 成 長 支 援 保 証
（ ま る サ ポ 2 0 0 0 ） 中 小 企 業 者

運転 個人・会社・組合
・特定非営利活動法人   2，000

※但し、既保証残高を含む

10 年以内
（但し、一括返済は 1 年以内。）

必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（但し、一括返済は 1 年以内。）

原則代表者 1 名

₁₄ ぐ る り 瀬 戸 内 活 性 化 保 証
（ せ と う ち 保 証 ）

せとうちＤＭＯが運営するメンバー
シップ制度の会員であり、一般社団
法人せとうち観光推進機構による推
薦を受けている中小企業者

運転
設備

個人・会社・組合　　　　　
・特定非営利活動法人   5，000 10 年以内

必要に応じ徴求

原則代表者 1 名

₁₅
※ A
創 業 フ ォ ロ ー ア ッ プ 保 証

（ セ カ ン ド ）

「愛媛県中小企業振興資金融資制度
保証要綱に規定する新事業創出支援
資金」を利用している（過去に利用
した）先で、創業後 5 年未満の個
人又は会社

運転
設備

個人・会社　　　　　　2，000
（但し、創業関連保証・再挑戦支援保証
を合算して 2，000 が限度）

10 年以内
（但し、愛媛県制度を併用する

場合は運転資金 7 年以内）

徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

（2019年4月1日現在）

融資保証制度一覧 ※保証料率につきましては、別表「信用保証料率表」をご覧下さい。
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制　　度　　名 対　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保証期間 担保及び保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

₁₆ 税 理 士 会 連 携 保 証
（ショートサポート 3000） 中 小 企 業 者 運転

個人・会社・組合
・特定非営利活動法人   3，000

※但し、月商の 2 ヶ月が上限
1 年以内

原則徴求しない

提
　
携
　
保
　
証

原則代表者 1 名

₁₇ 税 理 士 会 連 携 保 証
（ ロ ン グ サ ポ ー ト 3 0 0 0 ） 中 小 企 業 者 運転

設備
個人・会社・組合
・特定非営利活動法人   3，000

※但し、運転資金は月商の 2 ヶ月が上限

15 年以内
（但し、一括返済は

1 年以内。）

原則徴求しない

原則代表者 1 名

₁₈ 超 長 期 借 換 保 証
（スーパーランディング 20） 中 小 企 業 者 運転 個人・会社・組合

・特定非営利活動法人 200，000 20 年以内
原則徴求しない

原則代表者 1 名

₁₉ 事 業 者 カ ー ド ロ ー ン
当 座 貸 越 根 保 証 中 小 企 業 者 運転

設備
個人・会社
・特定非営利活動法人   2，000

※組合は企業組合・協業組合に限る

1 年間もしくは
2 年間

︵ 更新可 ︶

原則として徴求しない

必要に応じ徴求

₂₀ 当 座 貸 越（ 貸 付 専 用 型 ）
根 保 証 中 小 企 業 者 運転

設備
個人・会社
・特定非営利活動法人  2₈，000

※組合は企業組合・協業組合に限る

1 年間もしくは
2 年間

︵ 更新可 ︶

原則として徴求
（但し、5,000 万円以内
の場合は不要）

必要に応じ徴求

全
　
　
　
　
国
　
　
　
　
統
　
　
　
　
一
　
　
　
　
保
　
　
　
　
証

₂₁ 長 期 経 営 資 金 保 証 中 小 企 業 者
運転

個人・会社　　　　  　20，000
3年以上10年以内 原則として徴求

設備 3年以上20年以内 必要に応じ徴求

₂₂ 予 約 保 証 中 小 企 業 者
（但し、対象外要件あり）

運転
設備
（※旧債
決済資金は

対象外）

　　　　　　　　　　  02，000
※但し、小口零細企業保証制度を利用す
る場合は、合計で 500 までとする

5 年以内
（但し、小口零細企業保証制度を
利用する場合は 7 年以内〔運転資
金については 5 年以内とする〕）
※信用保証書の有効期間は 365 日

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₂₃ 小 口 零 細 企 業 保 証
小 規 模 企 業 者

※但し、中小企業信用保険法
第 2 条第 3 項第 7 号は除く

運転 　　　　　　　　　　  02，000
※但し、既存の保証協会の保証付融資残高

〔根保証においては融資極度額〕との合計で
2,000 の範囲内となる新規の保証に限る

5 年以内 原則不要

設備 10 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₂₄ 経 営 力 強 化 保 証
金融機関及び認定経営革新等支援機関の
支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並
びに計画の実行及び進捗の報告を行う中
小企業者

運転
個人・会社
・特定非営利活動法人　2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000

5 年以内
必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

設備 ₇ 年以内

借換 10 年以内

₂₅ 条 件 変 更 改 善 型 借 換 保 証

保証申込時、協会の保証付き借入金の残高
があり、その全部又は一部について返済条
件の緩和を行っているもので、金融機関及
び認定経営革新等支援機関の支援を受けつ
つ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行
及び進捗の報告を行う中小企業者

運転
個人・会社
・特定非営利活動法人　2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000

設備 15 年以内 必要に応じ徴求

借換

₂₆ 財 務 要 件 型 無 保 証 人 保 証

下記のいずれかの条件を満たす中小企業者
（1）総資産額 5 千万円以上 3 億円未満かつ（自己
資本比率 20％以上又は純資産倍率 2.0 倍以上）か
つ（使用総資本事業利益率 10％以上又はインタレ
スト・カバレッジ・レーシオ 2.0 倍以上）

（2）総資産額 3 億円以上 5 億円未満かつ（自己資
本比率 20％以上又は純資産倍率 1.5 倍以上）かつ

（使用総資本事業利益率 10％以上又はインタレス
ト・カバレッジ・レーシオ 1.5 倍以上）

（3）総資産額 5 億円以上かつ（自己資本比率
15％以上又は純資産倍率 1.5 倍以上）かつ（使用
総資本事業利益率 5％以上又はインタレスト・カ
バレッジ・レーシオ 1.0 倍以上）

運転

設備

会社
・特定非営利活動法人　2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000

一括返済の場合
2 年以内

分割返済の場合
運転 ：₇ 年以内
設備 ：10 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない

₂₇ 事 業 承 継 サ ポ ー ト 保 証
事業承継計画に基づき、事業会社の株式を集
約化するための資金供給を必要としている持
株会社で、保証制度要綱に規定する資格要件
を満たす先

事業承継計
画の実施に
必要な資金

持株会社　　　　　　  2₈，000 15 年以内
必要に応じ徴求

原則法人代表者

₂₈ 自 主 廃 業 支 援 保 証

現在事業を行っている中小企業者であって、
以下の要件を全て満たす先

（1）事業譲渡や経営者交代等による事業継続
が見込めず、自ら廃業を選択するもの。

（2）直近決算が実質的に債務超過でなく、完
済が求められる債務について事業清算により
完済が見込めること。

（3）バンクミーティング等により合意に至っ
た廃業計画書に従って計画の実行及び進捗の
報告を行うもの。

廃業計画の
実施に必要

な資金

個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　  3，000

1 年以内
かつ、終期は

解散予定日より前

必要に応じ徴求

原則法人代表者
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② 県制度（愛媛県中小企業振興資金融資制度保証における資金の種類）
制　　度　　名 対　　象 資金

使途
保証限度額（万円）

（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保証期間 担保及び保証人の徴求
上段：担保　下段：保証人

₂₉ 一 般 資 金 中 小 企 業 者
運転 個人・会社・組合

・特定非営利活動法人　05，000

※組合転貸の場合は、1 組合員あたり 1
中小企業者の限度額

₇ 年以内 必要に応じ徴求

設備 10 年以内 必要に応じ徴求

経
　
営
　
安
　
定
　
資
　
金

₃₀ 建 設 産 業 短 期 資 金
建設業又は土木建築サービス業 
に属する事業を営む中小企業者
及び特定中小企業者（※ 1）

運転
個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　02，000

※但し、工事代金など返済財源を特定し
たものに限る

1 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

₃₁ 小 口 資 金

小 規 模 企 業 者
（但し、特別小口保険を利用する者に
あっては、小規模企業者であって、原
則として引き続き 6 ヶ月以上商工会議
所等の指導を受けている者）

運転
個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　02，000

₇ 年以内
（但し、特別小口保険利用の
場合は 5 年以内）

必要に応じ徴求
（但し、1，250 万円以内の場合
は不要、特別小口保険利用の
場合は徴求しない）

設備
10 年以内

（但し、特別小口保険利用の
場合は 7 年以内）

必要に応じ徴求
（但し、特別小口保険利用の
場合は徴求しない）

₃₂ 短 期 資 金 中 小 企 業 者 運転
知事がその都度定める
※組合転貸の場合は、1 組合員あたり 1
中小企業者の限度額

1 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

₃₃ 小 口 零 細 企 業 資 金
小 規 模 企 業 者
※但し、中小企業信用保険法
第 2 条第 3 項第 7 号は除く

運転 個人・会社・組合　　　2，000
※但し、既存の保証協会の保証付融資残高

〔根保証においては融資極度額〕との合計で
2,000 の範囲内となる新規の保証に限る

5 年以内 原則不要

設備 10 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₃₄ 経 営 指 導 特 例

小 規 模 企 業 者
※但し、中小企業信用保険法
第 2 条第 3 項第 7 号は除く

（但し、原則として引き続き 6 ヶ月以上
商工会議所等の指導を受けている者）

運転 個人・会社・組合　　　2，000
※但し、既存の保証協会の保証付融資残高

〔根保証においては融資極度額〕との合計で
2,000 の範囲内となる新規の保証に限る

5 年以内 原則不要

設備 10 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₃₅ チ ャ レ ン ジ 企 業 支 援 資 金

認 定 中 小 企 業 者
又は

承認中小企業者等
又は

海外投資関係保証を 
利用する中小企業者等

運転 個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　  5，000 ₇ 年以内

（一部 5 年以内）
必要に応じ徴求

設備 個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　10，000 10 年以内

（一部 7 年以内）
必要に応じ徴求

新
　
事
　
業
　
創
　
出
　
支
　
援
　
資
　
金

₃₆ 創 業 等 関 連 資 金

創業等を行おうとする個人及び会社
並びに創業等を行った個人及び会社
で事業を開始（会社を設立）した日
以後 5 年を経過していない中小企
業者

運転 個人・会社　　　　　　 1，500
※但し、創業等を行おうとする個人及び
会社にあっては、自己資金額を限度額と
する

₇ 年以内 徴求しない

設備 10 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₃₇ 創 業 関 連 資 金

創業等を行おうとする個人及び会社
並びに創業等を行った個人及び会社
で事業を開始（会社を設立）した日
以後 5 年を経過していない中小企
業者

運転 個人・会社　　　　　　 2，000
※但し、創業関連保証・再挑戦支援保証
を合算して 2,000 が限度

₇ 年以内 徴求しない

設備 10 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₃₈ 再 挑 戦 支 援 資 金

過去に経営状況の悪化により事業を
廃業もしくは会社を解散した経験を
有する者で、当該事業廃止の日もし
くは会社を解散した日から 5 年を
経過する前に保証の委託を申し込み
した者

運転
個人・会社　　　　　0 2，000
※但し、創業関連保証・再挑戦支援保証
を合算して 2,000 が限度

₇ 年以内 徴求しない

設備 10 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₃₉ 事 業 承 継 支 援 枠
県内で

新たに事業承継する
中小企業者

運転 個人・会社・組合　　　5，000 ₇ 年以内 必要に応じ徴求

設備 個人・会社・組合　　 10，000 10 年以内 必要に応じ徴求

₄₀ 緊 急 経 済 対 策 特 別 支 援 資 金

特定中小企業者（※1）
又は

特例中小企業者（※2）
又は

中 小 企 業 者
又は

経営力強化保証を
利用する中小企業者

運転

個人・会社
・特定非営利活動法人　 5，000
組　　　合　　　　　  10，000
※組合転貸の場合は、1 組合員あたり 1
中小企業者の限度額

₇ 年以内
（但し、経営力強化保証を
利用する場合は 5 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

借換

個人・会社
・特定非営利活動法人　 ₈，000
組　　　合　　　　　  16，000
※組合転貸の場合は、1 組合員あたり 1
中小企業者の限度額

10 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求
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制　　度　　名 対　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保証期間 担保及び保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

₄₁ 雇 用 促 進 支 援 資 金 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社
・特定非営利活動法人　 5，000
組　　　合　　　　　  10，000
※組合転貸の場合は、1 組合員あたり 1
中小企業者の限度額

₇ 年以内 必要に応じ徴求

設備
10 年以内

（チャレンジ企業支援資金
保証対象者 12 年以内）

必要に応じ徴求

₄₂ 建 設 産 業 新 分 野
進 出 等 支 援 資 金

認 定 中 小 企 業 者
又は

特定中小企業者（※1）

運転
個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　 5，000

₇ 年以内 必要に応じ徴求

設備 10 年以内 必要に応じ徴求

₄₃

災 害 関 連 対 策 資 金 災害等の発生の都度知事が定める

平 成 30 年 7 月 豪 雨 災 害

り災証明書等の発行を受けた、以下
の要件を満たす中小企業者。
①災害の影響を受けて、営業・操業
の短縮や停止
②最近 1 か月の売上が前年同期と
比較して 10％以上の減少、又は減
少見込
③災害対策資金として一時的に資金
を必要としている

運転

設備

　　 2，000
個人・会社・組合

　　 3，000

運転 ₇ 年以内

設備 10 年以内

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

制　　度　　名 対　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保証期間 担保及び保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

₄₄ 中 小 企 業 振 興 資 金
融 資 制 度 保 証 中 小 企 業 者 運転

設備
各市町の融資条件による

上限 500

各市町の
融資条件による

（最長 5 年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

₄₅
中 小 企 業 緊 急 経 営 資 金
融 資 制 度 保 証

（現在、八幡浜市・今治市・新居浜市・
西予市・四国中央市のみ取扱）

中 小 企 業 者 運転

各市町の融資条件による
上限 1，000

※但し、中小企業振興資金融資制度保証
と合算して、1,000 とする
なお、同保証との併用は不可

各市町の
融資条件による

（最長 6 年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

₄₆
中 小 企 業 経 営 安 定 化
資 金 融 資 制 度 保 証

（現在、松山市・今治市のみ取扱）
特定中小企業者（※1） 運転

各市町の融資条件による
上限 1，000

※但し、中小企業振興資金融資制度保証
及び中小企業緊急経営資金融資制度保証
と合算して、1,000 とする

各市町の
融資条件による

（最長 ₇ 年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

₄₇
中 小 企 業 季 節 資 金
融 資 制 度 保 証

（松山市・新居浜市のみ取扱）
中 小 企 業 者 運転 各市町の融資条件による

上限 300

各市町の
融資条件による
（最長 5 ヶ月）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

48
中 小 企 業 設 備 近 代 化
資 金 融 資 制 度 保 証

（松山市・今治市のみ取扱）
中 小 企 業 者 設備 各市町の融資条件による

上限 1，000

各市町の
融資条件による

（最長 ₇ 年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

49
小 企 業 特 別 小 口 資 金 
融 資 制 度 保 証

（現在、取扱市町なし）
小 規 模 企 業 者 運転

設備 上限 200 5 年以内

徴求しない

徴求しない

③ 市町制度
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制　　度　　名 対　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保証期間 担保及び保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

₅₀ 公 害 防 止 保 証 中 小 企 業 者 設備
個人・会社
・特定非営利活動法人　 5，000

組　　　合　　　　　  10，000

15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

₅₁ エ ネ ル ギ ー 対 策 保 証 中 小 企 業 者 設備
個人・会社
・特定非営利活動法人　20，000

組　　　合　　　　　  40，000

15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

₅₂ 海 外 投 資 関 係 保 証 中 小 企 業 者
運転 個人・会社

・特定非営利活動法人　20，000

組　　　合　　　　　  40，000

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₅₃ 新 事 業 開 拓 保 証 認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社

・特定非営利活動法人　20，000

組　　　合　　　　　  40，000

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₅₄ 経 営 安 定 関 連 保 証
（ セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 保 証 ）

中小企業信用保険法第 2 条第 5 項
第 1 号～ 8 号の認定を受けた特定
中小企業者

運転
個人・会社
・特定非営利活動法人　2₈，000
組　　　合　　　　　  4₈，000

（6 号認定者）
個人・会社
・特定非営利活動法人　3₈，000
組　　　合　　　　　  4₈，000

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₅₅ 東 日 本 大 震 災 復 興 緊 急 保 証 東日本大震災により直接的に被害を
受けた中小企業者

運転
設備

個人・会社
・特定非営利活動法人　2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000
10 年以内

必要に応じ徴求

原則として徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₅₆ 危 機 関 連 保 証 中小企業信用保険法第 2 条第 6 項
の認定を受けた特例中小企業者

運転
設備

個人・会社
・特定非営利活動法人　2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000
10 年以内

必要に応じ徴求

原則法人代表者

₅₇ 創 業 等 関 連 保 証

創業等を行おうとする個人及び会社
並びに創業等を行った個人及び会社
で事業を開始（会社を設立）した日
以後 5 年を経過していない中小企
業者

運転
設備

　　　　　　　　　　0 1，500
※新規開業資金については、自己資金額
が限度

10 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₅₈ 創 業 関 連 保 証

創業等を行おうとする個人及び会社
並びに創業等を行った個人及び会社
で事業を開始（会社を設立）した日
以後 5 年を経過していない中小企
業者

運転
設備

個人・会社　　　　　0 2，000
※但し、創業関連保証・再挑戦支援保証
を合算して 2,000 が限度

10 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₅₉ 再 挑 戦 支 援 保 証

過去に経営状況の悪化により事業を
廃業もしくは会社を解散した経験を
有する者で、当該事業廃止の日もし
くは会社を解散した日から 5 年を
経過する前に保証の委託を申し込み
した者

運転
設備

個人・会社　　　　　0 2，000
※但し、創業関連保証・再挑戦支援保証
を合算して 2,000 が限度

10 年以内

徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

中
堅
企
業︵
破
綻
金
融
機
関
等
関
連
︶特
別
保
証

₆₀
※ B
破 綻 金 融 機 関 等
関 連 特 別 保 証

認 定 中 堅 業 者

運転
会　　　社　　　　　  50，000
※協調融資総額の 8 割を限度とする

5 年以内 徴求しない
（但し、10，000 万円超

の保証の際は必要）

必要に応じ徴求設備 ₇ 年以内

₆₁
※ C
破 綻 金 融 機 関 等
関 連 特 別 無 担 保 保 証

認 定 中 堅 業 者

運転
会　　　社　　　　　  10，000
※協調融資総額の 8 割を限度とする

5 年以内 徴求しない

設備 ₇ 年以内 必要に応じ徴求

₆₂ 災 害 関 係 保 証 被 災 中 小 企 業 者
運転 個人・会社

・特定非営利活動法人　2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₆₃ 労 働 力 確 保 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　  2₈，000

特 定 組 合　　　　　  4₈，000

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内 必要に応じ徴求

2. 別枠保証
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制　　度　　名 対　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保証期間 担保及び保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

₆₄ 中 小 小 売 商 業 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者 設備
個人・会社　　　　　  2₈，000

特 定 組 合　　　　　  4₈，000
15 年以内

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

₆₅ 商 店 街 整 備 等
支 援 関 連 保 証

認定一般社団法人
及び

一 般 財 団 法 人
設備 一般社団法人及び

一般財団法人　　　　  
2₈，000 15 年以内

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

₆₆ 伝 統 的 工 芸 品
支 援 関 連 保 証

認定一般社団法人
及び

一 般 財 団 法 人

運転
一般社団法人及び
一般財団法人　　　　  

2₈，000
10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₆₇ 地 域 伝 統 芸 能
等 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社
・特定非営利活動法人　2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₆₈ 流 通 業 務 総 合 効 率 化
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　  2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₆₉ 小 規 模 事 業 者
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
及び

一 般 財 団 法 人
又は

特定非営利活動法人

運転
一般社団法人及び
一般財団法人　　　　  2₈，000
特定非営利活動法人

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₇₀ 特 定 中 小 企 業 再 生
支 援 関 連 保 証 認 定 支 援 機 関

運転
商工会・都道府県商工会
連合会・商工会議所等　　　 2₈，000

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₇₁
※ D
地 域 産 業 資 源
活 用 事 業 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　  2₈，000

︵60，000︶
組　　　合　　　　　  4₈，000

︵₈0，000︶

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 必要に応じ徴求

₇₂
※ E
海 外 地 域 産 業 資 源
活 用 事 業 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
（但し、海外において地域産業資源活用
事業〔需要の開拓に係るものに限る〕
を実施するものに限る）

運転 個人・会社　　　　　  40，000

組　　　合　　　　　  60，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 必要に応じ徴求

₇₃ 中 心 市 街 地 商 業 等
活 性 化 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
特 定 中 小 企 業 者
又は認定一般社団法人 
及 び 一 般 財 団 法 人

運転 個人・会社　　　　　  2₈，000
※特定会社・一般社団法人及び一般財団
法人を含む

組　　　合　　　　　  4₈，000

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₇₄ 中 心 市 街 地 商 業 等
活 性 化 支 援 関 連 保 証

特 定 中 小 企 業 者
又は認定一般社団法人 
及 び 一 般 財 団 法 人

運転 個人・会社　　　　　  56，000
※特定会社・一般社団法人及び一般財団
法人を含む

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₇₅
※ F
特 定 新 技 術 事 業
活 動 関 連 保 証

中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　  30，000

組　　　合　　　　　  60，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 必要に応じ徴求

₇₆ ※ G
経 営 革 新 関 連 保 証 承 認 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　  2₈，000
︵60，000︶

組　　　合　　　　　  4₈，000
︵120，000︶

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 必要に応じ徴求

₇₇
※ H
異 分 野 連 携 新 事 業
分 野 開 拓 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　  2₈，000

︵100，000︶
組　　　合　　　　　  4₈，000

︵140，000︶

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 必要に応じ徴求

₇₈
※ I
周 辺 地 域 整 備
関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　  2₈，000

・特定非営利活動法人（30，000︶
組　　　合　　　　　  4₈，000

︵60，000︶

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求
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制　　度　　名 対　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保証期間 担保及び保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

₇₉
※ J
中 小 企 業
特 定 社 債 保 証

下記のいずれかの条件を満たす中小企
業者（株式会社・特例有限会社・合名
会社・合資会社・合同会社）

（1）総資産額 5 千万円以上 3 億円未満
かつ（自己資本比率 20％以上又は純資
産倍率 2.0 倍以上）かつ（使用総資本
事業利益率 10％以上又はインタレス
ト・カバレッジ・レーシオ 2.0 倍以上）

（2）総資産額 3 億円以上 5 億円未満か
つ（自己資本比率 20％以上又は純資産
倍率 1.5 倍以上）かつ（使用総資本事
業利益率 10％以上又はインタレスト・
カバレッジ・レーシオ 1.5 倍以上）

（3）総資産額 5 億円以上かつ（自己資
本比率 15％以上又は純資産倍率 1.5 倍
以上）かつ（使用総資本事業利益率 5％
以上又はインタレスト・カバレッジ・
レーシオ 1.0 倍以上）

運転

設備

会　　　社　　　　　  45，000

一括支払契約保証の利用がない場合
※但し、経営安定関連保証を除く普
通保証、無担保保証、中小企業特定
社債保証と合計で 50,000 以内と
する

一括支払契約保証の利用がある場合
※但し、経営安定関連保証を除く普
通保証、無担保保証、中小企業特定
社債保証及び一括支払契約保証と合
計で 100,000 以内とする

2 年以上
₇ 年以内

（年単位）

徴求しない
（但し、20，000 万円超の

保証の際は必要）

徴求しない

₈₀ ※ K
特 定 研 究 開 発 等 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　  2₈，000
︵30，000︶

組　　　合　　　　　  4₈，000
︵60，000︶

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内
（特別 20 年以内）

必要に応じ徴求

₈₁
※ L
流 動 資 産 担 保 融 資 保 証

（ Ａ Ｂ Ｌ 保 証 ）

流動資産（売掛債権・棚卸資産）を
担保として借り入れを行う中小企業
者

運転
設備

個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　20，000

根保証：1年間
︵更新可︶

個別保証：1年以内

売掛債権、棚卸資
産に限り徴求する

（但し、棚卸資産は
法人のみが対象）

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₈₂ ※ M
下 請 振 興 関 連 保 証

振 興 事 業 を
実 施 す る
中 小 企 業 者

運転
設備 個人・会社・組合　　  20，000 1年以内

︵更新可︶

徴求する
（但し、親事業者に対する

売掛債権に限る）

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₈₃ 事 業 再 生 保 証
（ Ｄ Ｉ Ｐ 保 証 ）

民事再生手続き又は会社更生手続き
を申し立てた中小企業者であって、
再生 / 更生計画認可後 3 年を経過
していない者

運転
設備

個人・会社・組合
・特定非営利活動法人　20，000 10 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₈₄
※ N
事 業 再 生 円 滑 化 関 連 保 証

（ プ レ Ｄ Ｉ Ｐ 保 証 ）

特定認証紛争解決事業者（特定ＡＤ
Ｒ）、中小企業基盤整備機構又は中
小企業再生支援協議会が関与する私
的整理手続中の中小企業者

運転
設備

（経済産業省
令 で 定 め ら
れ て い る も
のに限る）

個人・会社　　　　　  2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000
3 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₈₅
※ O
特 定 信 用 状 関 連 保 証

（ Ｌ Ｃ 保 証 ）

スタンドバイ信用状による海外現地
資金調達を行う中小企業者

事業の
振興に
必要な
資金

個人・会社・組合　　  20，000 1 年以内
必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₈₆
※ P
農 商 工 等 連 携 事 業
関 連 保 証

認定を受けた農商工等連携事業計画
に従って農商工等連携事業を行う中
小企業者

運転 個人・会社　　　　　  2₈，000
︵100，000︶

組　　　合　　　　　  4₈，000
︵140，000︶

5 年以内
必要に応じ徴求
（₈，000 万円超は原則

担保徴求する）

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₈₇ 農 商 工 等 連 携 支 援
関 連 保 証

認定を受けた農商工等連携支援事業
計画に従って農商工等連携支援事業
を行う認定一般社団法人及び一般財
団法人又は特定非営利活動法人

運転
一般社団法人
及び一般財団法人、　　 2₈，000
特定非営利活動法人

5 年以内
必要に応じ徴求
（₈，000 万円超は原則

担保徴求する）

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₈₈ 経 営 承 継 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者
（※組合、士法人は対象外）

運転
個人・会社　　　　　  2₈，000

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₈₉ 特 定 経 営 承 継 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者
の 代 表 者

運転
認定中小企業者
の代表者個人　　　 　 2₈，000

10 年以内 必要に応じ徴求

設備 15 年以内 原則認定中小企業者

₉₀ ※ Q
一 括 支 払 契 約 保 証 中 小 企 業 者 運転 個人・会社

・特定非営利活動法人  100，000
1 年以内

（更新可）

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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制　　度　　名 対　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保証期間 担保及び保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

₉₁ 商 店 街 活 性 化 事 業
関 連 保 証

認定を受けた商店街活性化事業計画
に従って商店街活性化事業を実施す
る商店街振興組合等（組合員、所属
員を含む）

運転
個人・会社　　　　　 2₈，000

組　　　合　　　　　 4₈，000

5 年以内
必要に応じ徴求
（₈，000 万円超は原則

担保徴求する）

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₉₂ 商 店 街 活 性 化 支 援
関 連 保 証

認定を受けた商店街活性化支援事業
計画に従って商店街活性化支援事業
を実施する認定商店街活性化支援事
業者

運転
一般社団法人
及び一般財団法人、　   2₈，000
特定非営利活動法人

5 年以内
必要に応じ徴求
（₈，000 万円超は原則

担保徴求する）

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₉₃ 経 営 革 新 等 支 援
関 連 保 証

認定を受けて経営革新等支援業務を
実施する一般社団法人及び一般財団
法人又は特定非営利活動法人

運転
一般社団法人
及び一般財団法人、　   2₈，000
特定非営利活動法人

5 年以内
必要に応じ徴求
（₈，000 万円超は原則

担保徴求する）

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₉₄ 情 報 提 供 支 援 関 連 保 証
認定を受けた認定情報提供機関のう
ち、情報提供業務を実施する一般社
団法人又は一般財団法人

運転
一般社団法人
及び一般財団法人　　  2₈，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₉₅
※ R
特 定 下 請 連 携 事 業
関 連 保 証

認定を受けた特定下請連携事業計画
に従って、特定下請連携事業を行う
特定下請事業者

運転 個人・会社　　　　　 2₈，000
︵40，000︶

組　　　合　　　　　 4₈，000
︵60，000︶

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₉₆ 事 業 再 生 計 画 実 施 関 連 保 証
（ 経 営 改 善 サ ポ ー ト 保 証 ）

再生支援協議会等の中小企業支援機
関の指導又は助言を受けて作成した
再生計画等に従って事業再生を実行
中の中小企業者

運転
設備

（事業再生
計画の実施
に必要な資
金）

個人・会社　　　　　  2₈，000

組　　　合　　　　　  4₈，000
15 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₉₇ 連 携 創 業 支 援 等
関 連 保 証

市町が策定し、主務大臣に認定を受
けた認定創業支援事業計画に従って
市町と連携し創業支援事業を実施す
る一般社団法人及び一般財団法人又
は特定非営利活動法人

運転
一般社団法人
及び一般財団法人、　　2₈，000
特定非営利活動法人

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₉₈ 地 域 産 業 資 源 活 用 支 援
関 連 保 証

一般社団法人及び一般財団法人又は
特定非営利活動法人であって、認定
を受けた地域産業資源活用支援事業
計画に従って地域産業資源活用支援
事業を行うもの

運転 一般社団法人
及び一般財団法人、　　2₈，000
特定非営利活動法人

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₉₉ ※ S
経 営 力 向 上 関 連 保 証

認定を受けた経営力向上計画に従っ
て経営力向上に係る事業を実施する
中小企業者

運転 個人・会社　　　　　 2₈，000
︵60，000︶

組　　　合　　　　　 4₈，000
︵120，000︶

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₁₀₀ 地 域 経 済 牽 引 事 業
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　  2₈，000
・特定非営利活動法人
組　　　合　　　　　  4₈，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₁₀₁ 地 域 経 済 牽 引 支 援
関 連 保 証

認定を受けた地域経済牽引支援機関
のうち、連携支援事業を実施する一
般社団法人又は一般財団法人

運転
一般社団法人
及び一般財団法人　　  2₈，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₁₀₂ 商 店 街 活 性 化 促 進 事 業
関 連 保 証

計画区域における商店街活性化促進
事業に関する基本的な方針に適合す
る事業のうち、特に事業資金の融通
の円滑化が必要な事業を行い、又は
行おうとする者として認定を受けた
中小企業者

運転 個人・会社　　　　　  2₈，000
・特定非営利活動法人
組　　　合　　　　　  4₈，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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制　　度　　名 対　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保証期間 担保及び保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

₁₀₃ 新 技 術 等 実 証 関 連 保 証
認定を受けた新技術等実証計画に
従って新技術等実証を実施する中小
企業者

運転 個人・会社　　　　　  2₈，000
・特定非営利活動法人
組　　　合　　　　　  4₈，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₁₀₄ 革 新 的 デ ー タ 産 業 活 用
関 連 保 証

認定を受けた革新的データ産業活用
計画に従って革新的データ産業活用
を行う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　  2₈，000
・特定非営利活動法人
組　　　合　　　　　  4₈，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₁₀₅ 先 端 設 備 等 導 入
関 連 保 証

認定を受けた先端設備等導入計画に
従って先端設備等導入を行う中小企
業者

運転 個人・会社　　　　　  2₈，000
・特定非営利活動法人
組　　　合　　　　　  4₈，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₁₀₆ 情 報 処 理 支 援 関 連 保 証
認定情報処理支援機関として認定を
受けた一般社団法人又は一般財団法
人

運転
一般社団法人
及び一般財団法人　　  2₈，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₁₀₇ 経 営 承 継 準 備 関 連 保 証
他の中小企業者の経営の承継を行う
ため、当該承継に不可欠な資産の譲
受けを行うものであることについ
て、認定を受けた中小企業者

運転
個人・会社　　　　　  2₈，000
・特定非営利活動法人

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₁₀₈ 特 定 経 営 承 継 準 備
関 連 保 証

他の中小企業者の経営の承継を行う
ため、当該承継に不可欠な資産の譲
受けを行うものであることについ
て、認定を受けた事業を営んでいな
い個人

運転
個人　　　　　　　　  2₈，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₁₀₉ 技 術 等 情 報 漏 え い 防 止 措 置
関 連 保 証

認定技術等情報漏えい防止措置認証
機関として認定を受けた一般社団法
人又は一般財団法人

運転
一般社団法人
及び一般財団法人　　  2₈，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 ₇ 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

₁₁₀ 追 認 保 証 ※利用する各制度の取り扱いに準ずる
   但し 1,000 万円を限度とする

₁₁₁ 借 換 保 証 ※借換後の保証に対する制度の取り扱いに準ずる

（※ 1）｢特定中小企業者｣ とは、中小企業信用保険法第 2 条第 5 項（経営安定関連）1 ～ 8 号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた方のことです。
（※ 2）｢特例中小企業者｣ とは、中小企業信用保険法第 2 条第 6 項の規定に基づき市町長の認定を受けた方のことです。
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（注1）
１．普通保証、手形（でんさい）割引根保証、当座貸越（貸付専用型）根保証、経営力強化

保証、条件変更改善型借換保証、財務要件型無保証人保証、事業承継サポート保証、経
営安定関連保証、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証、災害関係保証、労働力確
保関連保証、中小小売商業関連保証、商店街整備等支援関連特例、伝統的工芸品支援関
連保証、地域伝統芸能等関連保証、流通業務総合効率化関連保証、小規模事業者支援関
連保証、特定中小企業再生支援関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分野開
拓関連保証、周辺地域整備関連保証、特定研究開発等関連保証、地域産業資源活用事業
関連保証、中心市街地商業等活性化関連保証、中心市街地商業等活性化支援関連保証（※）、
事業再生円滑化関連保証、農商工等連携事業関連保証、農商工等連携支援関連保証、経
営承継関連保証、特定経営承継関連保証、商店街活性化事業関連保証、商店街活性化支
援関連保証、経営革新等支援関連保証、情報提供支援関連保証、特定下請連携事業関連
保証、事業再生計画実施関連保証、連携創業等支援関連保証、地域産業資源活用支援関
連保証、経営力向上関連保証、地域経済牽引事業関連保証、地域経済牽引支援関連保証、
商店街活性化促進事業関連保証、新技術等実証関連保証、革新的データ産業活用関連保証、
先端設備等導入関連保証、情報処理支援関連保証、技術等情報漏えい防止措置関連保証、
経営承継準備関連保証、特定経営承継準備関連保証の保証限度額には、個人・会社、組
合又は一般社団法人及び一般財団法人（対象中小企業者）とも無担保保険に係わる保証
限度額8,000万円（※の中心市街地商業等活性化支援関連保証については16,000万円）
が含まれています。

２．一般保証の合計は、普通保険に係わる保証にあっては個人・会社20,000万円、組合
40,000万円（無担保保険に係わる保証にあっては、個人・会社、組合とも8,000万円）
を超えることができません。

３．特別小口保険に係る保証を利用することができるのは、中小企業者のうち常時使用する
従業員の20人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人）以下の
会社及び個人に限ります。なお、常時使用する従業員の数を業種ごとに政令で定める場
合は、その政令で定める従業員数以下の会社及び個人とします。

４．特別小口保険に係る保証は、無担保・無保証人ですが、他の保証を併用することはでき
ません。

５．災害関係保証、経営安定関連保証、危機関連保証は、一般保証のほかに別枠の利用が可
能ですが、合算で普通保証20,000万円、無担保保証8,000万円（うち無担保保証人保
証2,000万円）の範囲内で取り扱います。
また、別枠を利用した場合、災害関係保証（東日本大震災及び危機関連保証の対象となっ
た災害に係るものに限る）、経営安定関連保証、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保
証の合算で普通保証40,000万円（組合の場合は80,000万円）、無担保保証16,000万
円（うち無担保保証人保証4,000万円）、最大で56,000万円（組合の場合は96,000万円）
が限度となります。

６．対象が中小企業者・小規模企業者となっているもののうち、一部保証制度については特
定非営利活動法人が対象とならない場合があります。

（注２）
　愛媛県中小企業振興資金融資制度保証については、融資限度額での取り扱いとなっており、
その額を保証限度額欄に表示しております。したがいまして部分保証方式を選択されている
金融機関からの責任共有対象保証の申し込みがあった場合の保証限度額は、表示されている
金額に保証割合を乗じた額になりますのでご留意下さい。

（注３）
１．※Ａ創業フォローアップ保証は、「創業関連特例保険」に係る保証のうち、「34創業関連

資金」、「55創業関連保証」のいずれかを併用します。

２．※Ｂ破綻金融機関等関連特別保証および※C破綻金融機関等関連特別無担保保証の取り
扱いは、平成10年12月24日より「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係
る信用保険の特例に関する臨時処置法」が終了する日までとなっております。この
二制度については、同法第２条第２項の規定に基づく県知事の認定書が必要です。

３．※Ｄ地域産業資源活用事業関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別
枠として、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、
周辺地域整備関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、特定研究開発等関連
保証、農商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証、経営力向上関連
保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法人40,000万円、組合
60,000万円の利用ができます。
また、流動資産担保保険に該当する場合には、別枠として個人・会社・その他法人・
組合ともに20,000万円の利用ができます。

４．※Ｅ海外地域産業資源活用事業関連保証については、海外投資関係保証および経営革新
関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、農商工等連携事業関連保証、経営
力向上関連保証の海外投資関係保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法
人40,000万円、組合60,000万円の利用ができます。

５．※Ｆ特定新技術事業活動関連保証については、新事業開拓保証ならびに経営革新関連保 
証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活
用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業関連保証、特定下請
連携事業関連保証、経営力向上関連保証の新事業開拓保険に該当する別枠を含みます。

６．※Ｇ経営革新関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新
事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連
保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関
連保証、農商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証、経営力向上関連

保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法人30,000万円、組合
60,000万円の利用ができます。
また、海外投資関係保険に該当する場合には、別枠として海外投資関係保証および
海外地域産業資源活用事業関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、農商工
等連携事業関連保証、経営力向上関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・
会社・その他法人30,000万円、組合60,000万円の利用ができます。

７．※Ｈ異分野連携新事業分野開拓関連保証の保証限度額については、以下のとおりとなり
ます。

（新事業開拓保険に該当する場合）
別枠として、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連
保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等
関連保証、農商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証、経営力向上
関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法人40,000万円、
組合60,000万円の利用ができます。

（海外投資関係保険に該当する場合）
別枠として海外投資関係保証および海外地域産業資源活用事業関連保証、経営革
新関連保証、農商工等連携事業関連保証、経営力向上関連保証の同保険に該当す
る別枠を含み、個人・会社・その他法人40,000万円、組合60,000万円の利用
ができます。

（流動資産担保保険に該当する場合）
別枠として個人・会社・その他法人・組合ともに20,000万円の利用ができます。

８．※Ｉ周辺地域整備関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、
新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連
携新事業分野開拓関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連
保証、農商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証、経営力向上関連保
証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他の法人30,000万円、組合
60,000万円の利用ができます。

９．※Ｊ中小企業特定社債保証については、保証協会と金融機関の共同保証形式（ただし保
証協会の保証は割合は80％）となります。したがって、保証付私募債の発行価格は
56,000万円が限度となります。

10．※Ｋ特定研究開発等関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合は別枠として、
新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連
携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、
農商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証、経営力向上関連保証の同
保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他の法人30,000万円、組合60,000
万円の利用ができます。

11．※Ｌ流動資産担保融資保証および※M下請振興関連保証については、保証協会の保証割
合は80％となります。したがって、本保証での借入額は各25,000万円が限度とな
ります。

12．※Ｎ事業再生円滑化関連保証（特例小口保険利用の場合を除く）および※O特定信用状
関連保証については、保証協会の保証割合は80％となります。

13．※Ｐ農商工等連携事業関連保証の保証限度額については、以下のとおりとなります。
（新事業開拓保険に該当する場合）

別枠として、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連
保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業
資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、特定下請連携事業関連保証、
経営力向上関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法人
40,000万円、組合60,000万円の利用ができます。

（海外投資関係保険に該当する場合）
別枠として海外投資関係保証および海外地域産業資源活用事業関連保証、経営革
新関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、経営力向上関連保証の同保険
に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法人40,000万円、組合60,000万
円の利用ができます。

（流動資産担保保険に該当する場合）
別枠として個人・会社・その他法人・組合ともに20,000万円の利用ができます。

14．※Ｑ一括支払契約保証については、保証協会の保証割合は70％以下となります。したがっ
て、本保証での借入極度額は14億2,800万円が上限となります。

15．※Ｒ特定下請連携事業関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠と
して、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異
分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業
関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業関連保証、経営力向上関連
保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他の法人40,000万円、組
合60,000万円の利用ができます。

16．※Ｓ経営力向上関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、
新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連
携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保
証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連
保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法人30,000万円、組合
60,000万円の利用ができます。
また、海外投資関係保険に該当する場合には、別枠として海外投資関係保証および
海外地域産業資源活用事業関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、農商
工等連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法人
30,000万円、組合60,000万円の利用ができます。
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信用保証料率表  （2019年4月1日現在）

区分 制　　　度　　　名
責任共有 責任共有保証料率・保証料率（責任共有外保証料率）

対 象 対象外 第 1 区分 第 2 区分 第 3 区分 第 4 区分 第 5 区分 第 6 区分 第 ₇ 区分 第 ₈ 区分 第 ₉ 区分 有担保割引
の適用

その他定性要
因割引の適用部分保証

一
　
　
般
　
　
保
　
　
証
　
　
（
※
別
枠
保
証
併
用
制
度
も
含
む
）

一
般
保
証

1 普通保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

2 特別小口保証（無担保・無保証人）
○ 0.85 

ＮＰＯ法人（注 12） ○ 0.68 
3 小口保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
4 風俗営業飲食業保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
5 手形（でんさい）割引根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○
6 手形貸付根保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

提
携
保
証

7 中小企業金融円滑化保証（スムーズ 8000）（注 8） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 
8 小口連携保証（トライアングル 1000） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
9 優良ランク保証（バリュー 5000） ○ - - - - - 0.85 0.65 0.45 0.30 
10 優良ランク保証Ⅱ（グッド 3000） ○ - - - - - 0.85 0.65 0.45 0.30 
11 優良ランク保証Ⅲ（ファイン 1000） ○ - - - - 1.00 0.85 0.65 0.45 0.30 
12 地域産業応援保証（すごサポ） ○ 1.75 1.60 1.40 1.20 1.00 0.85 0.65 0.45 0.30 ○
13 事業成長支援保証（まるサポ 2000）（注 8） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
14 ぐるり瀬戸内活性化保証（せとうち保証） ○ 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35 ○
15 創業フォローアップ保証（セカンド）（注 13） ○ 0.30 
16 税理士会連携保証（ショートサポート 3000） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 
17 税理士会連携保証（ロングサポート 3000）（注 8） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
18 超長期借換保証（スーパーランディング 20） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

全
国
統
一
保
証

19 事業者カードローン当座貸越根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○
20 当座貸越（貸付専用型）根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○
21 長期経営資金保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
22 予約保証（注 7） ○ - 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 ○

23 小口零細企業保証（注 3） （下記以外） ○ 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 ○
予約保証（注 7） ○ - 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 ○

24 経営力強化保証（注 11） ○ 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 0.45 ○
○ 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 ○

25 条件変更改善型借換保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
26 財務要件型無保証人保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○（注6）
27 事業承継サポート保証 ○ 1.15 ○
28 自主廃業支援保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

愛
　
　
媛
　
　
県
　
　
制
　
　
度

愛
媛
県
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度
保
証

経
営
安
定
資
金

29  一般資金 ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○
30  建設産業短期資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○

特定中小企業者
（注 10）

1 号～ 4 号、6 号 ○ 0.80 
5 号、₇ 号～ ₈ 号 ○ 0.70 

31  小口資金
（下記以外） ○ 1.40 1.26 1.12 0.98 0.80 0.80 0.75 0.55 0.35 ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

ＮＰＯ法人（注 12） ○ 0.68 
32  短期資金 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

33 小口零細企業資金 （下記以外） ○ 1.87 1.70 1.53 1.36 1.15 1.10 0.90 0.70 0.50 ○
34  経営指導特例 ○ 1.55 1.41 1.27 1.13 0.95 0.95 0.90 0.70 0.50 ○

35 チャレンジ企業支援資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○
制度保証要綱の融資対象者 1 に該当するものであって特例保険を利用する者 ○ 0.70 
海外投資関係保証を利用する者 ○ 1.00 ○

新事業創出支援資金

36  創業等関連資金 ○ 0.80 
37  創業関連資金 ○ 0.80（創業フォローアップ保証を併用する場合は0.30）
38  再挑戦支援資金 ○ 0.80 
39  事業承継
 支援枠

制度保証要綱の融資対象（1）に該当するもの ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○
制度保証要綱の融資対象（2）及び（3）に該当するもの ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○

40 緊急経済対策特別支援資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○
特定中小企業者

（注 10）
1 号～ 4 号、6 号 ○ 0.80 
5 号、₇ 号～ ₈ 号 ○ 0.70 

特例中小企業者 ○ 0.80 
制度保証要綱の融資対象（₈）に該当するものであって責任共有対象の者 ○ 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 0.35 ○
制度保証要綱の融資対象（₈）に該当するものであって責任共有対象外の者 ○ 1.70 1.53 1.36 1.15 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 ○

41 雇用促進支援資金 ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○
42 建設産業新分野進出等支援資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○

特定中小企業者
（注 10）

1 号～ 4 号、6 号 ○ 0.80 
5 号、₇ 号～ ₈ 号 ○ 0.70 

43 災害関連対策資金 ○ 災害等の発生の都度知事が別に定めるところによる ―
平成 30年 7月豪雨災害 ○ 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35 ○

市
町
村
制
度

44 中小企業振興資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
45 中小企業緊急経営資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

46 中小企業経営安定化資金融資制度保証
特定中小企業者

（注 10）
1 号～ 4 号、6 号 ○ 0.80 
5 号、₇ 号～ ₈ 号 ○ 0.70 

47 中小企業季節資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
48 中小企業設備近代化資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

49 小企業特別小口資金融資制度保証 ○ 0.85 
ＮＰＯ法人（注 12） ○ 0.68 

　
　
　
　
　
別
　
　
枠
　
　
保
　
　
証

50 公害防止保証 ○ 1.00 ○
51 エネルギー対策保証 ○ 1.00 ○
52 海外投資関係保証 ○ 1.00 ○

53 新事業開拓保証 （下記以外） ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 4） ○ 0.70 

54 経営安定関連保証（セーフティネット保証）

1 号～ 4 号、6 号 ○ 0.80 

5 号、
₇ 号～ ₈ 号

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

ＮＰＯ法人（注 12） ○ 0.70 
55 東日本大震災復興緊急保証 ○ 0.80 

56 危機関連保証 （下記以外） ○ 0.80 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

57 創業等関連保証 ○ 0.80 
58 創業関連保証 ○ 0.80（創業フォローアップ保証を併用する場合は0.30）
59 再挑戦支援保証 ○ 0.80 
中堅企業 (破綻金融機関
等関連 )特別保証

60  破綻金融機関等関連特別保証 協調融資 ○ 0.75 
61  破綻金融機関等関連特別無担保保証 協調融資 ○ 0.65 

62 災害関係保証 ○ 0.80 

63 労働力確保関連保証 （下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

64 中小小売商業関連保証 （下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

65 商店街整備等支援関連保証 ○ 1.15 ○
66 伝統的工芸品支援関連保証 ○ 1.15 ○

67 地域伝統芸能等関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

ＮＰＯ法人（注 12） ○ 0.70 

68 流通業務総合効率化関連保証 （下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

69 小規模事業者支援関連保証 ○ 1.15 ○
70 特定中小企業再生支援関連保証 ○ 1.15 ○

（注）  赤色の保証制度は、責任共有制度対象外の保証制度（100％保証）。
　　  青色の保証制度は、責任共有制度対象でかつ｢部分保証｣（₈0％保証）の保証制度を表しています。 （単位：年率％）
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【補足説明】
（1）責任共有制度の対象となる制度区分の保証料率（「責任共有保証料率」という）は、保証委託額に対して計算される保証料を貸

付金額に対する率で表示したもの。
責任共有制度の対象外となる制度区分の保証料率（「保証料率」という）は、保証委託額に対する率。

（2） 第 1 区分から第 9 区分までの区分は、中小企業信用保険法施行令（昭和 25 年政令第 350 号）第 2 条の規定に基づき、中小
企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定められている保険料率の区分とする。
保証料弾力化に係る保証制度については、リスク計測モデル（ＣＲＤモデル）により、制度毎に第 1 区分～第 9 区分の範囲で
料率を判定、これに定性情報を加味して実際に適用する保証料率を決定する。
なお、区分対応する保証において、次のいずれかに該当する事業者については、第 5 区分 ( 経営力強化保証は第 4 区分 ) の保
証料率に定性情報を加味して料率を決定する。
①個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない事業者であって貸借

対照表及び損益計算書がないもの
②事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない事業者
③金融機関からの借入れ（当該保険関係に係るものに限る。）に係る連帯債務を負担する事業者

（3）有担保割引の適用欄が「○」の保証制度は、保証協会所定の担保の提供がある場合、表示の料率から 0.10％引き下げる。
（4）一括支払契約保証を除く保証制度で会計参与を設置していることが確認できる場合、表示の料率から 0.10％引き下げる。
（注 1 ）利用する各保証制度の取り扱いに準ずる。但し 1,000 万円を限度とする。
（注 2 ）借換保証は、利用する各保証制度に定める料率による（割引・割増の有無含む）。
（注 3 ）「小口零細企業保証制度」は、利用する保証制度（部分保証制度に限定された保険種別以外はすべての保険種別＜保険特例

含む＞の利用が可能である。また、当座貸越根保証、手形（でんさい）割引根保証等の根保証形式の保証は利用できない）
に定める料率による。

（注 4 ）「新事業開拓保険」を利用のものであって、担保（保証人の保証を除く。）を提供させない保証であり、かつその合計額が 
5,000 万円以下の場合の料率である。

（注 5 ）「新事業開拓保険」の利用のものであって、担保及び保証人（法人代表者の保証を除く）を提供させない保証であって、そ
の合計額が 2,000 万円以下の場合の料率である。

（注 6 ）協会独自割引として、「経営者」、「経営環境」、「経営基盤」の 3 項目についての定性評価を行い評価に応じて 0.09％から 
0.24％表示利率より引き下げる。但し、最高割引料率の限度あり。

（注 ₇ ）「予約保証」については、第 1 区分該当者は対象外。
（注 ₈ ）「中小企業金融円滑化保証」、「事業成長支援保証」、「税理士連携保証（ロングサポート 3000）」について、愛媛県中小企

業振興資金融資制度保証、経営安定関連保証を併用する場合は各保証に定める料率による。
（注 ₉ ）「一括支払契約保証」については、保証割合が 70％以下となります。なお、保証料率は保証割合 70％の場合を例として掲

載しております。
（注 10）｢特定中小企業者｣ とは、中小企業信用保険法第 2 条第 5 項（経営安定関連）1 ～ 8 号のいずれかの規定に基づき市町長

の認定を受けた方のことです。
（注 11）「経営力強化保証」「事業再生計画実施関連保証」については、責任共有制度の対象外となる保証付き既往借入金（平成 19

年 9 月 30 日以前に保証協会が申し込み受付した保証であって保証割合が 100％の保証を含む。）を本制度で借り換える
場合（保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。）は、責任共有制度の対象外となります。

（注 12）「ＮＰＯ法人」とは、中小企業信用保険法第 2 条第 3 項第 7 号に定める特定非営利活動法人のことです。
（注 13）「創業関連特例保険」に係る保証のうち、「34 創業関連資金」、「55 創業関連保証」のいずれかを併用します。

区分 制　　　度　　　名
責任共有 責任共有保証料率・保証料率（責任共有外保証料率）

対 象 対象外 第 1 区分 第 2 区分 第 3 区分 第 4 区分 第 5 区分 第 6 区分 第 ₇ 区分 第 ₈ 区分 第 ₉ 区分 有担保割引
の適用

その他定性要
因割引の適用部分保証

71 地域産業資源活用事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 4） ○ 0.70 

72  海外地域産業資源活用事業関連保証 海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

73 中心市街地商業等活性化関連保証 （下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

74 中心市街地商業等活性化支援関連保証 ○ 0.70 

75 特定新技術事業活動関連保証 （下記以外） ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 5） ○ 1.30 

76 経営革新関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 4） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

77 異分野連携新事業分野開拓関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 4） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

別
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78 周辺地域整備関連保証

（下記以外） ○ 1.15 ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

ＮＰＯ法人（注 12） ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 4） ○ 0.70 

79 中小企業特定社債保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○（注6）

80 特定研究開発等関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 4） ○ 0.70 

81 流動資産担保融資保証（ＡＢＬ保証） ○ 0.68 
82 下請振興関連保証 ○ 0.56 
83 事業再生保証（ＤＩＰ保証） ○ 2.20 

84 事業再生円滑化関連保証（プレＤＩＰ保証）
（下記以外） ○ 1.76 
特別小口保険利用 ○ 0.85 

85 特定信用状関連保証（ＬＣ保証） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 

86 農商工等連携事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 4） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

87 農商工等連携支援関連保証 ○ 1.15 ○

88 経営承継関連保証 （下記以外） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

89 特定経営承継関連保証 （下記以外） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

90 一括支払契約保証（注 9） ○ 1.54 1.40 1.26 1.12 0.95 0.77 0.63 0.49 0.35 ○

91 商店街活性化事業関連保証 （下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

92 商店街活性化支援関連保証 ○ 1.15 ○
93 経営革新等支援関連保証 ○ 1.15 ○
94 情報提供支援関連保証 ○ 1.15 ○

95 特定下請連携事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 4） ○ 0.70 

96 事業再生計画実施関連保証（経営改善サポート保証）（注 11）

（下記以外） ○ 0.70 
○ 0.80 

特別小口保険利用 ○ 0.80 
97 連携創業支援等関連保証 ○ 1.15 ○
98 地域産業資源活用支援関連保証 ○ 1.15 ○

99 経営力向上関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 4） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

100 地域経済牽引事業関連保証 （下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

101 地域経済牽引支援関連保証 ○ 1.15 ○

102 商店街活性化促進事業関連保証 （下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

103 新技術等実証関連保証 （下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

104 革新的データ産業活用関連保証 （下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

105 先端設備等導入関連保証 （下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

106 情報処理支援関連保証 ○ 1.15 ○

107 経営承継準備関連保証 （下記以外） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

108 特定経営承継準備関連保証 ○ 1.15 ○
109 技術等情報漏えい防止措置関連保証 ○ 1.15 ○

110 追認保証（注 1） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

111 借換保証（注 2） △ △ △ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 △
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2009年11月1日より保証協会団体信用生命保険制度の取扱いをしております！

『保証協会団信』のお知らせ

保証協会団信実績 │ 2019 年 2 月│

●保証協会団体信用生命保険とは
　保証協会団体信用生命保険（以下、保証協会団信）とは、信用保証協会の保証付で金融機関から借入を
行ったお客様が、その全額を返済されないうちに、死亡もしくは所定の高度障がい状態となった場合に、一般
社団法人全国信用保証協会連合会（以下、連合会）が生命保険会社から受け取る保険金（＊）をもとに、加入
している借入口について、金融機関に対する債務を弁済する制度です。
　これにより、事業の維持安定が可能になるとともに、ご家族の皆様の安心を図ることができます。
（＊保証協会団信は連合会が生命保険会社と契約します。お客様は連合会と債務弁済委託契約を締結していただきます。）

愛媛県信用保証協会は、中小企業の皆様への「プラスワンサービス」として保証協会団信の取扱いを
開始しました。なお、保証協会団信への加入は中小企業者の皆様の任意であり、保証の諾否・金額査定
には全く関係ありません。

●保証協会団信加入状況
　保証協会団信の2019年2月末時点の加入状況は下記の通りです。（生保会社査定後承諾済ベース）

9～2月件数 9～2月融資額 累計件数 累計金額 平均融資額 平均年齢

55件 54,377万円 1,179件 886,161万円 752万円 51.5歳

 〈金融機関別〉
金融機関名 9～2月件数（件） 9～2月融資額（万円） 累計件数（件） 累計金額（万円） 

伊 予 銀 行 18 21,617 349 301,205

四 国 銀 行 1 800 10 12,845

百 十 四 銀 行 ── ── 11 16,200

阿 波 銀 行 ── ── 1 500

広 島 銀 行 ── ── 11 8,830

山 口 銀 行 ── ── 1 1,500

愛 媛 銀 行 17 18,500 330 266,185

香 川 銀 行 1 200 17 17,760

高 知 銀 行 1 1,500 24 16,897

徳 島 銀 行 ── ── 4 2,290

愛 媛 信 金 11 7,200 294 167,202

東 予 信 金 2 2,600 69 40,930

川 之 江 信 金 1 500 23 18,967

宇 和 島 信 金 2 960 32 13,550

三菱東京ＵＦＪ ── ── 1 500

商 工 中 金 ── ── 1 300

え ひ め 南 農 協 1 500 1 500

合　　計 55 54,377 1,179 886,161
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「保証協会団信」の加入年齢の引上げについて
保証の概況「2019年3月」を掲載しました。

英国におけるＥＵ残留・離脱を問う国民投
票の結果の影響関連相談窓口について
平成30年度「自殺対策強化月間」におけ
る取組について
保証月報3月号を掲載しました。
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